
特　集

　建設産業において、担い手の確保が大きな課題であり、そのための法令
や諸制度の整備などが行われていますが、短期間に担い手を増加させるこ
とは困難であり、多くの企業においては生産性の向上を目指した取組みが
継続的に行われています。

　そうした中、昨年来コロナウイルスの感染が世界的に拡大し、社会経済
活動に甚大な影響を及ぼしています。日本においても、3密を避ける等の
国民一人ひとりの取組みや緊急事態宣言による対応にもかかわらず、コロ
ナウイルス収束の気配は見えません。現時点では、医療、そして観光業や
飲食業に影響が大きいようです。
　建設活動については、建設工事現場で感染者が発生して工事が一時的に
停止した事例もありましたが、コロナ禍にあっても必要な活動であると認
識され、コロナ対策に様々な工夫を重ねながら、関係各企業の活動が続け
られています。

　これからの建設活動についても、ウィズコロナ、即ちコロナウイルスと
の共存を前提として、企業活動を見直して改善し、生産性向上に繋げてい
くことが求められているのではないかと考えます。
　こうした視点から、コロナ対応に翻弄されたこの一年の大きな動きを振
り返った上で、行政、建設工事業者、設計事務所、積算事務所の皆さんか
ら、それぞれの対応策や現状等について、そして東南アジア各国のコロナ
禍での建設活動について、御紹介いただきました。
　読者の皆様においても、今後の活動に参考となる点があると考えます。

　なお、生産性向上への視点としては、最近DX（Digital Transformation）
の言葉も多く聞かれるようになっており、本号の記事にもその内容が見受
けられますが、次号において改めてDXを特集テーマとして取り上げる予
定です。

生産性向上の新たな視点
－ウィズコロナ－
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１ はじめに

　建設業界にもインパクトをもたらした新型コロ
ナウイルス感染症。東京都では工事の新規公告を
一時ストップするなど公共工事の現場は前例なき
対応に追われた。一方、感染流行以前から働き方
改革と生産性向上の取組みを進めてはいたが、図
らずも新型コロナ対応がその流れを一部で加速さ
せている。日刊建設通信新聞の連載記事「前例な
きコロナ対応」を４章に分けて再構成し、この１
年を振り返るとともに業界の“現在地”を改めて
考える。加速度的に変化する社会でこれまでの仕
事のやり方は通用するのか。現場では新たな取組
みが動き出している。

２ 感染拡大防止で新規公告を停止

　新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大した
2020年４月、東京都は新規公告を１ヵ月間停止す
る異例の対応に踏み切った。緊急事態宣言を発令
した国の直轄工事でも実施しなかった緊急的措置
は、非接触の徹底と、競争入札の公平性の確保を
図ったことが背景にある。この措置は都の入札契
約手続きに大きな影響を与え、2020年の４～６月
における工事開札はおよそ４割減った。その後、
開札件数は回復しつつあるものの、一部の部局で
は発注が2021年度に持ち越されるなどの影響が
残っている。

　一時中止の措置は、工事や委託などの公共発注
の入札・契約制度を所管する財務局が４月７日に
庁内各部局に通知した。翌８日から５月７日にか
けて、緊急の工事や生活・防災に関する案件を除
き、原則として新規工事などの公告を停止するこ
とになった。
　政府による初めての緊急事態宣言を受けた措置
だが、国土交通省の直轄工事では同様の対応を
とっていない。建設業は政府の基本的対策方針で
も「事業の継続が求められる業種」と位置づけら
れている。国土交通省（以下、「国交省」という）
は受注者に意向を確認して、申し出があった場合
に工事を一時中止するなどの対応に留めた。
　都の入札手続きは、既に多くの部分が電子化し
ており、感染拡大防止の観点からも安全な対応が
可能だが、思い切った対応に出た背景は何だった
のか。
　財務局の契約調整部署の担当者は、もしも公告
を続けた場合には「入札に参加する企業の社会活
動を引き起こす要因になる」との考えを明かす。
例えば、入札に必要な書類には、押印を求めてい
るものがある。入札に関わる書類の作成や会議な
ど、企業内部で人の接触が生じることを懸念した
という。
　都が他の自治体に比べて工事案件の数が多く、
規模も大きいことは同局も認めるところだ。それ
だけに「各種手続きや現場で係わる人数も必然的
に増える」。
　何より、１日当たり全国最多の陽性者を出して
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いた都は、小池百合子知事を筆頭にテレワークや
時差通勤などを広く呼びかけていた「人と人との
接触を全庁的に抑える必要がある」。同局の措置
は、感染拡大防止にオール都庁で臨む真剣度を示
していたと言える。
　公平な競争を担保しなければならないという側
面もあった。宣言発令の前後には、建設業界でも
クラスターの発生や感染が拡大する社会状況を見
て、自主的に営業活動を停止する企業も出てい
た。当時、同局は「公平な入札参加機会が確保で
きないおそれがある」との危機感もにじませてい
たのだ。

≪開札件数は通年で回復傾向≫
　実際に2020年度の措置の影響は、都の発注手続
きにどの程度影響を与えたのか。それを調べるた
め、日刊建設通信新聞社は、都の「電子入札シス
テム」で公表されている情報を基に、第１～第３
の各四半期の都発注工事の開札を調べたところ、
第１四半期の開札件数は前年同期比約38％マイナ
スと大幅に減っていたことが分かった。

　同時期に感染者の増加が見られた関西地方の経
済の中心、大阪府の動向を見てみると、電子調達
システムで公表している４～６月の開札日ベース
件数は「工事」「測量・建設コンサルタント等」の
いずれも前年同期からほぼ横ばいで推移している。
　府担当者は「現場では新型コロナ対策を講じた

上で工事を実施しており、現在も今後も、発注に
抑制はかけない」と話した。都の状況と比較する
と、一時中止措置の有無の影響の大きさが窺える。
　その後の都の累計の開札状況を四半期単位で追
うと、第２四半期の24％減を経て年末の第３四半
期には15％減まで減少率は持ち直している。月別
の推移を見ても10月以降には前年度に近い水準ま
で回復したことが分かる。
　ただし、住宅政策本部のように2020年度に予定
していた工事を翌年度に持ち越す事例も発生して
いる。財務局でも年度当初に予定していたＷＴＯ
対象の建築工事公告が、2021年１月までずれ込ん
だ。入札手続きは回復傾向にあるが、影響の爪痕
は未だに残っている。

３ ３密防止に職員奔走

　2020年度第１四半期が大きく落ち込んだのは、
都内市区による発注も同様だ。東日本建設業保証
㈱が公表している前払金保証実績から見た公共工
事動向からは、第１四半期の落ち込みが12月末ま
でに徐々に回復しつつある傾向が読み取れる。そ
の一方で、都内の工種別の状況を深掘りすると、
学校の改修工事などで影響が生じた。また、再開
発などの大型プロジェクトの進捗では、住民への
説明会の開催形式をめぐって自治体は対応に追わ
れた。
　東日本建設業保証㈱によれば、市区の発注件数
は都ほどの落ち込みはないものの、第１四半期に
２割ほど落ち込み、その後、12月末には12.8％ま
で回復している。
　請負額も12月末時点で２割近く落ち込んだが、
前々年度に当たる2018年度と比較してみるとほぼ
同水準だ。一方、発注件数については2018年度と
比べても約15％のマイナス。実数にしておよそ
600件の減少は、市区発注工事を主戦場にしてい
る中小建設企業にとっては大きな打撃となった。
　「現時点では発注件数を減らさないよう調整し
ている。ただ、最終的な減少の度合いは、2020年
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度が終わった後に事後的検証をすることになるだ
ろう」
　ある自治体の契約部署はこう本音を漏らす。そ
こには自治体はコロナ禍にあっても、当初予定し
ていた事業を進めるため、積極的に公共工事を発
注していきたいという思いが見え隠れする。

≪コロナ対策で揺れる自治体≫
　一方で、全国的に新型コロナによる影響が大き
かった学校関係工事では、首都圏でも発注の中止
や延期などの動きが相次いだ。
　東京都内では足立区がトイレ改修工事など全43
件、計43億円分の工事を2021年度に先送りする方
針を決めた。大田区や品川区でも、校舎の外壁改
修工事などを先送りした。足場の設置が必要な外
壁改修は「窓を開けても風通しを確保できず、換
気に支障を来す」（品川区）などの理由からだ。
　影響は、住民との合意形成が進捗の上で欠かせ
ない事業などにも及んだ。再開発事業を支援する
地方都市の自治体職員は「60者の個人地権者のほ
とんどが高齢者だ。一堂に会すことへの不安が大
きい。適切な予算執行に向け、一刻も早く住民説
明会を開催したいが……」との苦渋の胸の内を明
かした。
　不燃化や駅前の基盤強化を目的とした開発事業
の場合、理解を求めるべき権利者は高齢である場
合が多い。だが、新型コロナに感染した高齢者の
重症化が各メディアで報じられる中、公民館の一
室や会議室を会場にする説明会の開催には難しい
判断を迫られる。
　こうした中で、資料送付による書面開催とする
ことを決めた事業もあった。東京都による京浜急
行本線立体交差事業だ。当初は、都、品川区、鉄道
事業者が用地補償に関する説明会を予定していた。
　開催に先立つ区議会で「まずは資料で基本的な
ことを知ってもらい、夏以降に個別説明を行う」
とした区側の説明には、議員から「郵送では見落
とす可能性がある」「複雑で理解しにくい行政資
料を一般家庭に配布して、十分な理解が得られる

のか」などの懸念の声が上がった。
　また、目黒区の自由が丘駅前再開発事業や、練
馬区の石神井公園駅前再開発の都市計画原案に関
する説明会のようにコロナ対策を講じた上で、住
民参加の説明会を開くケースもあった。
　自治体職員に直接質問をぶつけられる説明会は
地域住民にとって貴重な機会だ。自治体側も「自
由が丘駅前の初弾となる再開発で、住民の関心が
高い」（目黒区）、「説明会はしっかり行うべきと
いう区としての判断」（練馬区）と話す。
　自治体毎に異なる対応の背後には、感染リスク
低減と事業推進の間で揺れる職員の苦労が垣間見
られる。
　2020年度前半にかけて見られたこうした混乱
も、2021年２月現在は収まりを見せている。官民
を問わずWeb形式の会議などが増えた。加えて、
再発令した緊急事態宣言下では、学校の休校要請
も行われなかった。
　ただ、公共発注機関である行政の動きが徐々に
落ち着きを取り戻しつつある一方、建設業界は危
機感を募らせていた。2020年11 ～ 12月にわたり
小池百合子都知事が実施した、2021年度の予算編
成に関する都内業界団体へのヒアリングでは、出
席した建設産業の関係団体から、新型コロナウイ
ルスに伴う景気低迷への懸念と、経済を支える公
共事業への投資を訴える声が相次いだ。
　ヒアリングでは「今後、厳しい財政環境が見込
まれる」と小池知事が釘を刺す一幕もあった。事
実、企業からの税収が歳入の多くを占める都の税
収は、コロナ禍で企業業績が悪化したことを受
け、大きく落ち込む見通しだ。
　都の歳入構造が特殊であることを踏まえても、
この１年で突如必要不可欠となったコロナ対策の
費用が地方自治体の新年度予算や既存事業を圧迫
することは避けられない。

４ コロナ禍初の都道府県予算編成

　2021年度は、新型コロナウイルス感染症の感染
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を踏まえた初めての予算編成年度となる。感染対
策費や飲食店などへの支援費としての予算配分が
急務となり、財政調整基金の取り崩しや公債の発
行を余儀なくされた自治体もあった。財政の先行
きが見通せない中、建設業界で注目されているの
は、全額が公共事業費に充てられる投資的経費の
行方だ。新年度予算編成を紐解くと、普通建設事
業費が減少する自治体は多い。一方で、その状況
が2022年度以降も続くとは限らない状況が見えて
きた。

　１都３県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉
県）のうち、先陣を切って当初予算案を公表した
のは、３月に知事選を控える千葉県だ。１月15日
に発表した骨格予算では、新型コロナウイルス感
染症対応に3,312億1,600万円を計上したことか
ら、一般会計は前年度比9.4％増で８年連続過去
最大の１兆9,898億1,700万円となった。一方で、
４年連続で右肩上がりだった普通建設事業費は、
31.9％減少の1,080億3,400万円となっている。た
だし、知事選を控えた骨格予算ではそもそも政策
的経費が反映されにくい状況にあり、今後の動向
を注視する必要がある。
　１月29日には東京都が当初予算案を発表した。
新型コロナウイルス対策や東京五輪の追加経費な
どで一般会計の歳出総額は前年度比1.0％増の総
額７兆4,250億円だったが、投資的経費は10.4％
減の9,403億円となり、７年ぶりに１兆円台を下
回る低水準となった。
　投資的経費の主なマイナス要因は、幹線道路整
備などに伴う用地取得費の減少だ。財務局主計部
予算第三課は「事業の進捗を見て、用地取得など

の関係費用を減らした部分が多い」と語る。コロ
ナ禍で都税収の減少が見込まれるが「社会インフ
ラの整備は、必要なものはやっていく。既存の事
業や工事などの凍結はしていない」（建設局）と
のスタンスだ。
　神奈川県は２月９日に予算案を公表した。一般
会計（２兆484億円、前年度比7.6％増）、投資的
経費（1,663億円、3.8％増）ともに前年度と比べ
増加したものの、不急の建設事業として足柄上合
同庁舎車庫等新築工事（７億700万円）とスポー
ツセンター球技場天然芝改修工事（9,946万円）
を中止した。一方で風水害対策や緊急輸送に不可
欠な幹線道路の整備は、重点的な取組みとして予
算を計上している。
　神奈川県に続き、埼玉県は同12日に当初予算案
を公表した。一般会計が前年度比8.1％増の２兆
1,198億4,300万円と、過去最大を更新した。投資
的経費も2.1％増え、1,727億7,567万円となった。
県有施設長寿命化の修繕などによる増加で、県担
当者は「投資的経費へのコロナ禍の影響は特にな
い」としている。

≪国土強靱５ヵ年加速化対策で事業量確保≫
　このように、普通建設事業費が減少する、もし
くは公共事業の中止を余儀なくされる自治体はあ
るものの、感染症拡大の影響を受けた投資的経費
の削減が中長期的に続くとは考えにくい状況にあ
る。公共事業量の確保には、政府の後押しもある
ためだ。2020年12月11日、政府は2021年度から
2025年度を計画期間とする「防災・減災、国土強
靱化のための５か年加速化対策」を閣議決定し
た。事業規模は民間投資や財政投融資の活用を含
め、15兆円程度。インフラ老朽化対策や高規格道
路のミッシングリンクの改善、流域治水の推進な
ど、前身の３ヵ年緊急対策にはなかった新たな事
業メニューを盛り込んだ。
　同15日には、第３次補正予算を閣議決定。３次
補正と2021年度当初予算を“15 ヵ月予算”として
一体的に編成し、５ヵ年加速化対策に１兆3,611

表　４都県の2021年度予算案（単位：億円、伸び率：％）

都道府県 普通建設事業費

埼玉 21,198 ( 8.1 ) 1,727 ( 2.1 )

千葉 19,898 ( 9.4 ) 1,080 ( ▲31.9 )

東京 74,250 ( 1.0 ) 9,368 ( ▲10.5 )

神奈川 20,484 ( 7.6 ) 1,663 ( 3.8 )

一般会計
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億円を計上している。その１週間後に閣議決定し
た2021年度当初予算案では、政府全体の公共事業
関係費の総額は、前年度から7,876億円の減額と
なる６兆695億円。３ヵ年緊急対策など臨時・特
別の措置が2020年度に終了したことで当初予算は
11.5％の減少となったが、５ヵ年加速化対策は
2020年度第３次補正予算で2021年度分が措置され
ていることから、2021年度の発注規模は確保した
と言える。
　総務省が１月29日に発表した自治体の歳出・歳
入見込額を示す地方財政計画を見ても、同様の傾
向が窺える。2021年度の投資的経費は11兆9,273
億円で、前年度と比べ6.5％減少した。国の直轄・
補助事業も5.7兆円と、前年度比で14.1％減少し
ている。同省自治財政局の職員は「感染症対策の
影響を受けたものではなく、３ヵ年緊急対策の終
了が大きな要因だ」と分析する。５ヵ年加速化対
策で2020年度第３次補正予算に配分された額を合
わせれば、予算ベースの発注量に大きな差は生じ
ないとの見立てだ。

≪2022年度以降、当初予算での確保に関心≫
　一方で、近年の公共事業関係費の推移を見る
と、補正予算や臨時・特別措置を除く“通常”予
算額は2015年度から６年間連続で横ばいが続いて
いる。国土強靱化や老朽化のための対策予算はあ
くまで、緊急的・時限的な措置という姿勢も読み
取れる。安定した公共施設整備事業量の確保には
翌年以降の前例となる当初予算での措置が重要
で、2022年度以降の予算編成にも注目する必要が
ある。
　2022年度以降の地方財政計画については「計画
は単年度で示しているもので、翌々年度以降の数
値を答えるのは難しい」（総務省自治財政局）と
前置きした上で「2021年度の補正予算でつくの
か、2022年度以降の当初予算でつくのかは定かで
はないが、いずれにせよ５ヵ年加速化対策を勘案
すれば、この先も投資的経費は充分に確保される
のではないか」と見通す。

　公共予算の先行きに注目が集まる一方で、民間
市場の不透明感も続く。（一財）建設物価調査会
が公表したアンケート結果によると、2020年10－
12月期の投資計画が「中止・後ろ倒し」になった
と回答したのは全体の２割弱であり、６月調査以
降、ほぼ横ばいで推移している。
　コロナ禍で初めての予算編成となった2021年度
を投資的経費の視点で読み解けば、急激な公共事
業の落ち込みは避けられたと言える。しかし、未
だ感染収束への道筋が見通せない中、長期的に見
て建設業界がその煽りを受ける可能性は否定でき
ない。当初予算で公共投資額を充分に確保するこ
となど、業界からの要望・陳情活動は今後も白熱
しそうだ。

５ 始まる新たな働き方

　新型コロナウイルスは日常の風景を変えた。直
轄を始めとした公共工事の現場では、遠隔臨場が
急拡大している。まちづくり分野では、公共空間
の使い方にも転機が訪れている。以前から進めて
きた働き方改革と生産性向上の取組みは、感染症
対応がその流れを加速させている。こうした中、
１月に公表された経済産業省の報告書は建設業界
にとっても示唆に富む内容かもしれない。デジタ
ル技術の進化により、産業の垣根が消え“融解”
するというのだ。待ったなしの未来に、業界のあ
るべき姿とはどういったものか。新たな取組みが
動き出している。
　国交省が2020年度から全国展開している遠隔臨
場は、これまで工事現場で行っていた監督・検査
の立ち合いなどを現地に行かず映像配信で行う方
法だ。試行活用は、2020年９月末時点で各地方整
備局などの実施件数が合計560件に上る。当初想
定していた各整備局10件程度という目標件数を大
きく上回った。
　新型コロナの影響を踏まえ、感染症対策として
実施する場合は試行にかかる費用を100％計上し
ていることも件数増の要因として挙がるが、人と
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の接触機会を減らせる上、受発注者双方の働き方
改革にも繋がっており、2021年度も引き続き同様
の措置となる見込みだ。直轄工事における新型コ
ロナを象徴する取組みとなった。
　一方、まちづくり分野でも“新しい生活様式”
に対応した動きが活発化している。
　国交省は2020年６月、３密回避に努める飲食店
の緊急的な救済措置として、道路利用の規制緩和
を通達し、全国の道路管理者（地方自治体）にも
同じ措置を求めた。
　また、公募により占用者として選定された場合
に最長20年の占用が可能となる「歩行者利便増進
道路」（通称「ほこみち」）制度創設を含む改正道
路法が2020年11月に施行。国交省は感染症による
行動変容を契機に、東京23区をモデルケースに専
用通行帯など自転車通行空間の整備を拡充する方
針も打ち出す。
　新型コロナは、道路を始めとした公共空間、東
京一極集中に対応したまちづくりのあり方などを
改めて問い直す。

≪デジタル化で産業融解≫
　デジタル技術と親和性の高い新型コロナ対応
は、働き方改革や生産性向上の取組みをこれまで
以上に加速させる契機となっている。
　この１年を振り返ると、コロナ禍においても
BIM ／ CIMの導入や大手建設業を中心とした施
工の自動化などデジタル技術をフル活用してブレ
イクスルーを実現しようとする取組みは着実に広
がりを見せている。
　2021年１月に経済産業省が公表した報告書「デ
ジタル市場に関するディスカッションペーパー～
産業構造の転換による社会的問題の解決と経済成
長に向けて」は、建設産業の将来を考える一つの
重要なヒントになるだろう。
　新たな産業構造を「デジタル化によってさらに
構造変化が加速され、タテ（各産業）とヨコ（機
能）が密に連携するメッシュ構造になっていく」
と予見している。

　これまでの産業という枠がなくなり、「目的に
合わせてヨコの階層毎に最適なものを組み合わせ
るというアプローチを取っていくことが基本にな
る」と導く。報告書は、デジタル技術の進化によ
り、例えばオペレーターが不在の世界をも描き出
す。
　同省の担当者は「各産業が融解し、これまでの
概念が変わる」とし、「建設業で言えば、受注者、
発注者という既存の考えさえもなくなるかもしれ
ない」と示唆する。
　報告書が論じる未来が実現すれば、これまでの
仕事のやり方が通用する時代は終わりを迎えるだ
ろう。デジタル化を一層進展させるきっかけと
なった新型コロナは、新たな時代の転換点として
建設業界にとっても重要な意味を持つのだ。
　こうした変化に対応するように、国交省のある
部署では感染症などを契機とした新たな働き方を
模索しており、2021年度からその取組みを始動さ
せる予定だ。
　具体の内容は現段階では公表できないとする
が、DX（デジタルトランスフォーメーション）
に関連した働き方改革を実現するための実験的な
施策になるという。担当者は国交省の働き方改革
について、「（新型コロナが）ある意味保守的な組
織の仕事のやり方を強制的にアップデートさせ
た」と見ている。
　続けて今後のデジタル化に伴う産業構造の劇的
な変化なども念頭に「悲観的にならず、常に考え
方を柔軟に変え続ける必要がある」と話した上
で、「マインドをチェンジできるか、できないか
で未来は変わるはず」と先を見据える。４月から
始める新たな施策は、その第一歩とする考えだ。
　５月にシンガポールで開催される世界経済
フォーラムの特別年次総会は、新型コロナの感染
拡大を契機とした資本主義の「グレート・リセッ
ト」がテーマとなる。すべての産業の変革が迫ら
れる中、建設産業のグレート・リセットとは
……。現場ではその模索が始まっている。
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１ はじめに

　新型コロナウイルス感染症をめぐっては、昨年
１月30日に政府及び国土交通省において対策本部
が立ち上げられ、感染者が確認されていた中国・
武漢からのチャーター便による邦人帰国や、帰国
後の宿泊施設の確保などが行われました。また、
２月３日に横浜に入港したダイヤモンド・プリン
セス号の乗客に感染者が確認され、水際対策が講

じられました。
　２月下旬になると、国内の複数地域でも感染経
路不明の患者が散発的に発生するようになり、政
府は、テレワークや時差出勤の推進、大規模イベ
ントの開催自粛、公立学校の臨時休業などを順次
要請しました。同時期に、建設現場においても症
例が確認され、緊張感は高まっていきました。本
稿では国土交通省がこれまでに講じた対策を、官
庁営繕事業を中心に紹介します（表１）。

新型コロナウイルス感染症拡大に対応した営繕工事の取組について（概要）

対策内容 対策の具体的方策

受注者希望による一時中止
○ 一時中止措置等について、受注者の申出に応じて対応
○ 工事の継続又は再開に当たっては、感染拡大防止対策の徹底

新型コロナ対応にかかる経
費を計上

○ 一時中止した場合、工期・費用等適切に設計変更

○ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る費用の適切な設計変更
・現場に従事する者のマスク、現場に配備する消毒液の購入費用
・現場入場・退場時の現場内施設の消毒作業、体温計測器の設置の費用
・遠隔現場管理に要する機器の費用及び通信費 等

入札契約手続きの円滑化、
柔軟化

○ 入札契約手続き全般の柔軟な対応
・競争参加資格確認申請書及び資料等の提出期限の延長 ・ヒアリングの原則省略
・技術提案のテーマ数や提案数は必要最小限 等

○ 発注ロットの拡大
・難易度が比較的低い工事は上位等級工事への参入

○ 直轄事務所発注工事等における指名競争入札の活用
・競争参加者が少数と見込まれる比較的難易度が低い工事について、入札参加意欲を確認し、施工能力を
評価する方式（指名競争・総合評価落札方式） 等

○ 監理技術者等の規制緩和 ・所属建設業者と監理技術者等が３カ月未満の雇用関係でも可

○ 登録基幹技能者の講習修了証有効期限の延長

施工段階における感染防止
対策

○ 検査、打合せ等の実施に当たって、可能な限り電話、インターネット等を活用

○ 監理技術者の専任の緩和 ・コロナウイルスに起因する監理技術者の途中交代を許可

○ 工事書類や中間技術検査の簡素化、遠隔臨場の積極的活用

受注者の資金繰りへの
配慮

○ 中間前金払及び既済部分払等の手続きの簡素化・迅速化を実施
・工事一部一時中止等を実施する受注者に対し、資金繰りが逼迫することのないよう適切に支払い

表１　新型コロナウイルス感染症拡大に対応した官庁営繕事業における取組み
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２
�受注者の申し出に応じた一時中止措
置と感染防止対策の徹底

　前述のとおり、２月下旬には経済界に対してテ
レワークや時差出勤の推進など、接触機会の低減
が求められることとなり、年度末に迫った工事、
業務の工期や履行期限がネックとなることが懸念
されました。国土交通省では２月27日に、工事や
業務の受注者から申し出がある場合には、受注者
の責めに帰することができないものとして、一時
中止や工期延長を行う旨を全国の地方整備局等に
通達しました（以下、本稿において「５　技術者
配置等に係る対応」を除き通達の宛先は全国の地
方整備局等）。また、これに伴って生じる経費につ
いては、国土交通省が適切に負担することとしま
した。実際に一時中止を行ったのは３月５日時点
で業務では約10%、工事では約２%（いずれも官
庁営繕事業以外も含む直轄工事・業務全体の数値）
と大部分の工事・業務は継続され、資材の納入遅
れといった影響が一部工事で見られたものの、事
業執行への影響は限定的でありましたが、４月７
日に７都府県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県、大阪府、兵庫県、福岡県）において緊急事態
宣言が発せられると、大手ゼネコンの中にも、全
社的に工事現場を止める動きが出始めました。
　他方、３月28日に決定された「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針」では、公共工
事は緊急事態宣言下でも事業継続が求められ、ま
た、４月７日に閣議決定された「新型コロナウイ
ルス感染症緊急経済対策」においては、公共投資
を機動的に推進し、早期執行を図ることにより景
気の下支えに万全を期すことが示されました。こ
のため、国土交通省では、前述の「受注者の申し
出に応じた一時中止措置」のみならず、事業を継
続することの重要性も踏まえ、４月20日に感染拡
大防止対策の徹底を地方整備局等に通達しまし
た。この通達の大きなポイントとして、感染拡大
防止対策に要する費用については、受発注者間で

設計変更の協議を行い、発注者が適切に負担する
こととしています。これらの取組みを通じて、感
染拡大防止対策と事業活動の両立を後押ししてお
り、一時中止していた工事や業務は７月28日時点
ですべて再開されました。

３ 入札契約手続きの円滑化、柔軟化

　円滑な事業を執行するためには、既契約の工事
や業務における対応のみならず、今後手続きを行
う案件についても考慮する必要があります。新型
コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏ま
え、受発注者双方に最低７割、極力８割程度の接
触機会の低減が求められ、例年に比べて、入札契
約事務作業が遅れる可能性がありました。５月25
日には全国で緊急事態宣言が解除されたものの、
テレワークや時差出勤は一定程度行われており、
今後も受発注者双方の負担を軽減し、出来るだけ
早く入札契約手続きが進められるよう取り組むこ
とが重要となりました。
　このため国土交通省では、感染拡大防止対策を
徹底しつつ、一層の円滑な発注及び施工体制の確
保を図るため、入札契約手続き全般の柔軟な対応
等の特例的な対応について５月７日に通達し、工
事の総合評価落札方式における技術提案に係る
テーマ数や設計業務のプロポーザル方式等におけ
る評価テーマ数を最小限とした上で、ヒアリング
を実施しない等の措置を講じています。また、省
内の内部手続きに関しても、一部の地方整備局に
おいて整備局本局と営繕事務所間で実施する発注
手続きに必要な会議をオンライン形式とする等の
対応をとっています。

４
�工事現場における感染防止対策とこ
れに係る積算上の対応

　「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針」が５月４日に変更され、各関係団体等は、
業種や施設の種別毎にガイドラインを作成するな
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ど、自主的な感染予防のための取組みを進めるこ
ととされました。これを受けて、建設業において
も、「建設業における新型コロナウイルス感染予
防対策ガイドライン」が５月14日に策定されまし
た（８月25日、12月24日改訂）。国土交通省直轄
工事では、本ガイドラインを受発注者双方で参考
として感染防止対策を徹底することとしていま
す。
　前述のとおり、国土交通省が発注する工事につ
いては、受注者が追加で費用を必要とする感染拡
大防止対策を実施する場合、受発注者間で協議を
行った上で、個々の現場の状況に応じて必要と認
められる対策について設計変更を行い、請負代金
額の変更等を行うこととしています。
　官庁営繕工事で想定される感染拡大防止対策と
しては、備品、器材等の購入・リース費（防止対
策費用）、及び密集回避、感染防止のための工事

（防止対策工事）等が考えられ、受注者から提出
された実施計画書を基に、受発注者間において協
議した上で費用を計上します。この費用の考え方
の詳細は、本誌111号「官庁営繕工事における新
型コロナウイルスの感染拡大防止対策の積算上の
対応について」（P33 ～ P34）に掲載しています。
　官庁営繕工事は室内での作業も多く、現場事務
所での打合せなど密が生じる可能性のある場面も
あります。各現場では、現場の状況に応じて工夫

し、様々な対策を講じています（写真１）。

５ 技術者配置等に係る対応

　官庁営繕工事に限った対応ではありませんが、
新型コロナウイルス感染症対策のため、全国すべ
ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に
ついて、３月２日から臨時休業を行うよう要請さ
れたことを受け、臨時休業に伴う育児のため、監
理技術者等が職務を継続できない場合や、工期及
び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も真に
やむを得ない場合として、監理技術者等の交代事
由に該当することの明確化や公共工事の元請企業
の専任の監理技術者等について求められる３ヵ月
以上の雇用関係の緩和が不動産・建設経済局より
建設業団体や公共工事の発注機関等あてに通達さ
れました。また、登録基幹技能者の講習修了証の
有効期限を９月30日まで有効期限内であるものと
して取り扱う特例措置など、各方面で緊急的な対
応がとられました。

６ 監督・検査等に係る対応

　人と人との接触を可能な限り避けるといった基
本的な感染拡大防止対策は、工事現場においても
同様に求められます。官庁営繕工事においては、

写真１　現場状況に応じた対策例
集塵機を使用して室内側空気を窓から外部へ排出
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これまでにも生産性向上の観点から情報共有シス
テム等の生産性向上技術の活用を図ってきまし
た。更に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止に万全を期す観点から、検査、打合せにあ
たっては可能な限り電話、インターネットの活用
を進めていくこととしています。これらについて
は、設計業務等においても同様に取り組むことと
しています。
　また、監督職員の立会い等の一部について、
ウェアラブルカメラ等を利用した遠隔臨場に関す
る試行を開始しました。今回試行する遠隔臨場
は、ウェアラブルカメラ等による映像・音声の双
方向通信を使用して、公共建築工事標準仕様書等
に定める監督職員の立会いや検査等を行うもの
で、監督職員が受注者と会話しながら映像を確認
できるため、工種によっては現場臨場に近い形で
確認が可能と期待されています（写真２）。

７ おわりに

　新型コロナウイルス感染症対策を契機として、
官庁営繕事業の実施プロセスの各段階でこれに対
応した取組みを進める必要が生じています。新型
コロナウイルスの感染拡大は、これまでの事業手
法に対して、課題を突き付けた形となりました。

幸いにして官庁営繕事業については、現時点での
影響は限定的ではあるものの、これまでの業務の
進め方、働き方を改めて見つめ直すことが必要と
考えています。
　災害が頻発化・激甚化する中で、日常生活に密
接に関係する行政機能の場であり、災害時におい
て災害応急対策活動の拠点となるなど、国民や地
域住民にとって重要な役割を担っている官庁施設
に係る設計業務や工事等の受注者の役割は増して
います。これを一つの契機に、働き方を変革し、
建設産業の魅力を一層高め、中長期的な担い手の
確保に努めてまいりたいと考えています。

写真２　遠隔臨場の実施事例
受注者が監督職員へ状況を説明している様子

（参考通達等）
１）国土交通省直轄工事及び業務の新型コロナウイルス感染拡大防

止に向けた対応について
https : //www.mlit.go.jp/tec/kanbo08_hy_000025.html

２）工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止対策の徹底について（令和２年４月20日国官総第12号ほか）
https : //www.mlit.go.jp/tec/content/001341619.pdf

３）国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の
確保に向けた具体的対策について（令和２年５月７日国地契第
６号ほか）
https : //www.mlit.go.jp/tec/content/001343577.pdf

４）建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和２年５月14日（令和２年12月24日改訂版））
https : //www.mlit.go.jp/common/001380470.pdf

５）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用の設
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１ はじめに

　新型コロナウイルス感染症については、初めて
報告されてから１年を経過し、2021年１月に世界
全体の感染者数が約１億人となり、世界の中で最
大の感染国である米国では感染率が８％となって
います。我が国の感染率は0.3％と低い状況にあ
りますが、昨年末からの欧州での再拡大、感染力
が強い変異株の報告、感染者数の急増、対応でき
る医療体制の逼迫等から、１月７日に１都３県を
対象に再度の緊急事態が宣言され、更に関西など
に対象が拡大されました。
　一方、ワクチン開発、生産が進められ、一部の
国では接種が始まり、我が国では２月に接種が開
始されましたが、広く接種がなされ、集団免疫を
獲得するまでには相当の期間を要すると言われて
います。
　この中で建設業は、引き続きコロナの中で業務
を行うこと、経営資源である人の安全を確保しな
がら、働く場の衛生を管理し、資材等を調達して
いくことが求められています。
　（一社）日本建設業連合会（以下、「日建連」と
いう）では、これまで震災対応及び新型インフル
エンザに備えた建設会社の事業継続計画策定のた
めのガイドラインを発行してきました。この度、
2020年当初からの新型コロナウイルス感染症の世
界的流行を踏まえ、７月に災害対策委員会にワー
キンググループ（座長：大岩男也、鹿島建設㈱）

を設置し、昨年秋頃までの対応を踏まえ、標記の
ガイドラインを発行しました。詳細は、日建連の
ホームページに掲示してありますが、ここでは背
景・目的、特徴などを紹介します。

２ ガイドライン策定の背景・目的

　新型コロナウイルス感染症は、現代社会で初め
て経験する世界規模の感染症であり、治療法の確
立、ワクチンの開発・流通まで時間を要すること
から、再拡大への懸念の中で経済活動を行うこと
が求められています。
　このような状況の中、特に建設業は社会資本・
経済活動の基盤、生活の基盤となる施設の維持・
整備を担う者として、感染予防対策、感染者発生
時の対応を適切に行い、「ウィズコロナ」の中で
事業を継続することが必要です。
　今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、
各社が様々な試行錯誤を繰り返しながら対応して
きており、その中でブラッシュアップされたノウ
ハウが個々の会社に蓄積されています。
　このため、この感染症が再拡大しても会員各社
が効果的に対応できるよう、各社に蓄積されたノ
ウハウを集積・整理し「新型コロナウイルス感染
症対応　建設BCPガイドライン」として、会員各
社が感染症BCPを作成する際の参考となるよう取
りまとめたものです。
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３ 特　徴

　本ガイドラインは、抽象論を避け、実際・具体
的な内容としています（図１）。記載されている
内容は、会社名を伏していますが、いずれかの会
社での実際の行動に基づくものです。また、今後
の参考となるのは、「今般の新型コロナウイルス
感染症について、社会がどのような動きをしたと
きに、建設業がどのような対応をしたのか」であ
るとの観点から、「社会全般の動きと建設業界の
対応」を時系列的に詳しく記載しています（表
１）。作業所対応、感染者発生時の対応の実務等
については特に具体性を重視し、実際に使用され
たチェックリストやポスターの画像などを示して
います。

４ 建設業者への影響について

　建設業を取りまく状況、影響がBCP策定の鍵に
なります。このため、ガイドラインとは直接関係
しませんが、当初、建設業への影響がどのように
認識されたのか、また緊急事態宣言後どうであっ
たかを示します。

（１）国内感染初期
　日建連では2020年２月中旬に、影響、課題の把
握のため、当初影響の大きかった中国など海外の
状況、社内・現場の感染予防の措置、感染拡大に
よる今後の懸念等について、アンケート調査を行
いました。その結果は以下のとおりです。
①渡航関係、海外現場での対応等
・中国本土への渡航禁止を指示
・中国本土への渡航履歴の調査を指示
・感染国からの来訪者・労働者の現場入場規制
・北京市政府の指示により在宅勤務を実施
・�ベトナム政府から地鎮祭、竣工式など人が集ま

る催しの自粛要請
・中国駐在社員の全員帰国
・�海外拠点と緊急連絡体制を構築・状況を日々確

認
・�現地では大使館等と情報共有し危機管理を実施
などが行われていました。

図１　新型コロナウイルス感染症対応建設BCPガイドライン表紙

第１章 新型コロナウイルスとは
新型コロナウイルスの概要、引き起こす症

状、感染経路等の基礎事項について解説。

第２章 事業継続検討の前提
一般的な感染症にかかるBCPの考え方のほ

か、感染症に関する法令について解説（新型

インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（感染症法）及び検疫法）。初めての運

用である緊急事態宣言や外出自粛要請等につ

いて解説。

第３章 新型コロナウイルス感染症における経過と対
応例
実際の新型コロナウイルス感染症にかかる経

過と対応を整理。

第４章 新型コロナウイルス感染症における対応事例
感染症対応における重要事項に関し、具体的

事例を整理し各事項対応の考え方を提示（海

外発生期：感染症対応組織の設立などの初動

対応及び課題となる駐在員の対応等。国内発

生期：感染予防対策に関する個別の取組みや

工事の継続・停止の判断、作業所における対

応等。社内感染者発生時：保健所との連携等

の初動対応等）。

表１　ガイドラインの構成と各章の概要
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②感染拡大による今後への懸念など
・�国内外の作業所における中国産資材の納品遅れ

が発生し、一部で工期に影響
・�現場で感染者が出た場合、工事の中断等による

工事進捗への影響を懸念
・�当初中国からの輸入資材への影響を懸念した

が、この時点では在庫十分であった
・�マスクの流通が滞ると、簡易マスク着用作業へ

の影響を懸念
・�中国での製作物、資材に関連して製作工場の再

開日不確定・輸送制限等による入荷日の不確定
などが不安要素

・�製造業を始めとして、事業計画の延期など投資
意欲の低下、国内外経済への影響による景気の
冷え込みからくる設備投資の延期、中止などを
懸念。また、感染拡大による業務及び現場施工
の遅延または一時停止も懸念

・�感染症予防対策に必要なマスクやアルコール消
毒液の追加入手が困難な状況が続き、事態が長
期化した場合には予防措置に影響が出ることを
懸念

などが示されました。

（２）４月以降の建設業への影響について
　国土交通省では、建設業を含め、所管の関係業
界の影響を把握するため、調査を実施し公表して
います。これによれば住宅資材の遅れ、工事一時
中止は、緊急事態が宣言された４月がピークでし
た。受託資材の遅れについては、回答のあった会
社のうち、51％が発生していると回答しました。
　工事の一時中止については、手持ち工事のう
ち、一時中止の割合が20％を超えた会社は10％で
した。ただ、このあと、それぞれの割合は急速に
減少していきます。また、日建連で行った調査で

は、４月調査においては、回答のあった会社の現
場数のうち、一時中止に踏み切ったのは12.4％
と、緊急事態宣言下でありゴールデンウィークの
休暇予定の前倒しなどから多くなっていました
が、その後は急激に減少しました（表２）。

５ ガイドラインの活用にあたって

　このガイドラインは、建設会社が感染症BCPを
策定する際に参考とするものになります。
　感染症にも多くの種類・特徴がありますが、新
型コロナウイルス感染症のリスクは、大規模震災
等の自然災害とは異なり、影響が世界全体に及び
海外との人流・物流が制約されること、経営資源
が一時的に極端に逼迫するのではなく、長期にわ
たり減少することにあります。
　このため、感染予防と感染者発生後の対応・感
染拡大防止を組織的に適切に行うこと、海外依存
いわゆるサプライチェーン対策等への対応が重要
になります。現在、再拡大の中にありますが、事
業活動を円滑に行うために参考にしていただきた
いと思います。
　また、今後、社会は感染症に対して敏感になる
ことが想定されます。新たな感染症も懸念されて
おり、その時の対応も必要です。
　感染症に対する社会の風潮は大きく揺れ動き、
社会生活はこれに翻弄されることが今回の経験で
もあります。企業は社会の中で事業活動を行うた
め、このような社会の動向を想定しながら事業を
継続していく必要があります。
　このことからも、今回の対応の記録を、新たな
感染症発生時に見ることができるようまとめてあ
りますので、将来のためにご活用いただきたいと
思います。

2020年
４月調査 ５月調査 ６月調査 ７月調査 ８月調査 ９月調査 11月調査

2021年
１月調査

住宅資材の遅れが発生している
者の割合 51％ 47％ 16％ 14％ ４％ ４％ ３％ ５％

工事一時中止の割合が20％以上
の者の割合 10％ ６％ ４％ ３％ １％ １％ ２％ １％

表２　新型コロナウイルス感染症に伴う建設産業への影響

（注）10月・12月については国土交通省による調査なし。 出所：国土交通省の調査を日建連災害対策委員会事務局が表に調整
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１ 環境激変がもたらすもの

　このような状況を、誰が予想できたでしょうか。
　人の根源的欲求である仲間や周囲の人々との交
流を抑制され、街に出ることすら自粛が求められ
ています。従前はワークスタイルの一つの選択肢
であったリモートワークも否応なしに強いられ、
Web会議中に宅配の呼び出し音がモニター越しに
聞こえてくる状況が当たり前となりました。他方
で様々なテクノロジーが飛躍的に進化し浸透して
います。オンラインミーティング、クラウドコン
ピューティング、AIなどが日常で活用され、私
たちは知らず知らずのうちにその恩恵を受けてい
ます。過去を振り返れば、1990年頃からパーソナ
ルコンピュータが普及し始め、インターネット、
Ｅメール、モバイル化、スマートフォン、クラウ
ド化と、身の回りで様々なテクノロジーの進化が
ありました。日常業務の機械化や自動化は、業務
効率を飛躍的にスピードアップし、企業活動の生
産性向上を成し遂げてきました。
　コロナ禍を起因とする社会構造の急激な変化
が、私たちにもたらす恩恵は何か、他方でその変
化に潜む死角はないか、建築設計事務所のコスト
管理担当者の視点で検証してみたいと思います。

２ 業界の枠を超えて融合する

　IT企業や家電メーカーが自動車を開発し、ゼ

ネコンが野菜を栽培する時代へと移り変わってい
ます。成長率が１％にも満たない日本の経済力下
で、いかにして付加価値を創造して企業が成長し
社会へ貢献するか。
　コロナ禍の影響を受け、先が見えない社会状況
でも、各業界は更なる成長を企図し、この先を見
据えたビジネスモデルの構築を進めています。自
動車業界ではIT企業と提携し電動化を、建設業
界では大手ゼネコン各社が現場施工のロボット化
の共同開発を進めるなど、各業界は新たなエコシ
ステムの構築によりその成長から生産性、収益性
の向上を進めています。これまでは点として活動
していた企業同士が繋がり線となり、更に業界の
枠を超え立体的に融合しその強みを見出すことで
新たな成長の種を生み出そうとしています。スー
パーシティ構想はその具体的施策だと言えます。
　経済動向の影響を強く受ける建設業界にとっ
て、潜在成長率の動向は建設業界の先行きを示す
指標と言えます。生産年齢人口の増加を望めない
中で、建設業界が健全な成長を維持するには、生
産性と労働参加率の向上が欠かせません。生産性
向上には各企業の持つ強みを融合させ、新たな価
値の創造を推進し、また労働参加率の向上には幅
広いワークスタイルが選択できる環境の整備が必
要となります。時間と空間という概念を取り払う
施策が必要となるでしょう。私たちが取り組むべ
き施策は何か、できることは何かを考えていきた
いと思います。
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３ 不確実性へのソリューション

　コロナ禍の影響で先行きが見通せない中、プロ
ジェクトの多様化と複雑化が同時並行し、意思決
定の方向性にも変化が生じています。企業や投資
家は安定した将来像を描きつつ持続可能な経営を
企図し、SDGsやBCPというキーワードに注目が
集まるようになりました。不動産業界でも投資家
の投資選好性は、環境や社会貢献、ガバナンスに
対応しているか否か、つまりESG要素 1 を満たし
ているかをその指標とするようになりました。
　しかしながら、ESG対応には付加コストが必要
である一方、その事業収益への定量的評価が確立
されていないため、従前以上にコストに敏感にな
り、プロジェクトコストの説明責任は重くなって
います。先行きが不透明な中での意思決定には、
リスクや不確実性を把握し評価・検証するために、
情報や知識を十分に備え、テクノロジーを活用し
ながら、より客観的で明解なソリューション、そ
してクライアント目線でのマネジメントの提供が
私たちにできることではないでしょうか。

４ 建物への価値観は可変性へ

　これまでオフィスとは、社員が集まり業務を遂
行するための場所でした。ワークプレイスとスタ
イル選択の自由度が変化した現在、オフィスには
生産性や労働参加率の向上を果たす役割への変化
が求められています。複雑な課題や問題の解決を
チームで議論したり、個人では気づかないことを
学び、新たな発想を見出す場所としての機能に加
え、オフィスだからこそできる仕掛けと、社員を
誘引する魅力が必要になるでしょう。そしてオ
フィスへの価値観は、立地や大きなフロア面積、
先端性などから、企業活動の目指す方向や目的に
適合しているか否かへと変化するでしょう。
　その他の用途の建物も同様に、社会環境の変化
に対応できる可変性が重視されるとも考えられま

1 　環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）

す。例えば、宿泊施設では利用者が蒸発し経営的
に厳しい局面を強いられていますが、サービス付
きアパートメントとしての運用や、住居への用途
変更へも構造的、法的対応の可変性を有した仕様
で計画することで、経営の安定性確保や投資への
意思決定を可能にすると考えられます。このよう
に社会環境の変化に伴う建物への価値観の変化を
的確に把握し、不確実な将来への見通しを包含し
たソリューションを提供することも私たちができ
ることではないでしょうか。

５ 情報共有とエンゲージメント

　急激な環境の変化により顕在化した課題もあり
ます。それは、情報共有とデータ管理、コンプラ
イアンス意識の醸成といったものです。日常の何
気ない会話や問いかけで確かめ合うことができた
既知の情報やその在

あり

処
か

、そして自身が未知である
ことへの気付き、これらの機会の喪失は情報共有
の不均衡と各個人の孤立感を産み、エンゲージメ
ントが劣化、生産性の低下へと繋がる可能性があ
ります。
　従前同様に社員全員が情報共有できる機会を設
けることが企業にとっては重要な課題であり、テ
クノロジーに支えられながらエンゲージメントを
維持するマネジメント力、そしてこの環境が継続
する場合を見据えた企業としてのBCP戦略を構築
しておくことが必要となるでしょう。個と個が持
つ情報や経験、技術力を線で結び面を構成し開放
する。開放し合う企業同士が融合して立体を成
し、新たな価値を創造し互いに成長し合える組織
体制を創り上げることが私たちの課題ではないで
しょうか。
　IT化の進化と普及は利便性を飛躍的に向上さ
せる一方で、情報管理上のリスクが増加します。
僅かな不注意が意図せず情報拡散を始め、顧客か
らの信頼喪失や致命的なトラブルに繋がる可能性
もあります。その利便性の影、死角に潜む罠にか
からないよう、コンプライアンスの趣旨を念頭に
技術の進歩の恩恵を享受しなければなりません。
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６
�オープンプラットフォームから複眼
的思考へ

　どのようにすればいいのか。その答えはまだ見
えません。先が見通せない現状においては、ゴー
ルを絞り煮詰めていくのではなく、複眼的に物事
を見て戦略を立てる必要があります。ある出来事
からどのような変化が生じるのか、あらゆるケー
スを仮定しゴールを設定する。その出来事に対
し、他社はどのように取り組むのか、自社はどう
すればいいのか。我々だけで解決できる課題なの
か、これまでと同じビジネスモデルで対応できる
のか、顧客の価値観は従前どおりと同じままなの
かなど、様々な視点で検討する必要があります。
その上で私たちは変化する顧客の期待を超える価
値やサービスを提供しなければなりません。それ
は従前と異なることもあるでしょうし、視点と考
え方を変えて顧客期待を読み解く力が必要にもな
るでしょう。日建設計では複雑化する建築設計業
界の課題を解決すべく「オープンプラットフォー
ム」を推進する中で様々な業界と融合してコラボ
レーションを実践し、より広範囲で多様性に富む
知見を集約し、柔軟性に富む価値の高いサービス
を創造することで進化し続けます。

７ 社会の変化と新規２部門の立上げ

　私たちはコロナ禍以前の状況には戻らないこと
を前提に、マインドセットを進化させる必要があ
ります。これまでの殻を打破し、顧客の真の要求
と価値観を読み解き、異業種の企業と連携しなが
ら様々な変化に対応できるソリューションを提供
するなど、従前と異なる意識行動へと踏み込まな
ければなりません。
　しかし現状維持バイアスを払拭し、役職員全員
のマインドセットを進化させるのは容易ではあり
ません。日常業務を熟しつつ、これまでの慣習や
経験を否定しなければならない場面も生じます。
その方策として、日建設計では年初に組織構成を
改編し、新たに新領域開拓部門と品質管理部門を

立ち上げました。前者では人の活動デザインや
ワークスタイル、オフィス環境デザイン、プロ
ジェクトマネジメント分野の開拓を推進するとと
もに新たなビジネスの芽を育み、後者は多様化す
る事業の発注方式の拡大に伴って伝統的な設計か
ら監理までの一貫した業務を担う機会の減少する
中、技術情報を継承しながら設計プロセスにおけ
る品質と信頼性の向上を掌る部門となりました。
　筆者の属するコスト管理グループは後者に属
し、コストマネジメントの視点でプロジェクト品
質の管理を担当しています。プロジェクトの品質
をプロジェクトの成功という定義に置き換えるな
らば、それは実物としての建物品質や完成までの
スケジュールとコストを顧客要望に即して成し遂
げること、そしてそれまでのプロセスのすべてが
顧客要望に即していることで品質を確保したと言
えます。コスト管理グループは設計部門と明確に
分離されたことにより、設計担当者とは異なる視
点と意識で顧客要望を引き出し、真に求められる
価値の提供を目指しています。独創性や高付加価
値を提案しつつも、品質管理部門が客観的に状況
を把握し、顧客やプロジェクトにとっての最適解
へと軌道修正する役割を担い、プロジェクトの品
質確保と向上に寄与することになります。第三者
的な視点と意識を持つからこそ、状況の変調を敏
感に感じ取り、リスクの評価を行いプロジェクト
の方向性を是正することが可能なことは過去の例
から見ても明白です。前例を疑い現状を正確に捉
え、変化を敏感に察知する技術が私たちに求めら
れているのです。

８ 時間と場所の自由度を高める

・時間デザインの自由度を上げる
　日建設計では昨年の緊急事態宣言以降、感染拡
大抑制や自律的な業務遂行を促す観点から出社率
上限値を設定し、その範囲内であれば個人の裁量
で出社と在宅双方の勤務形態を選択できる制度と
しています。並行してフレックスタイムの時間帯
を拡充し、より柔軟にライフワークスタイルに合
わせた勤務時間のデザインを可能にしています。
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　自由度は増す一方でその管理にも留意していま
す。従前以上に時間デザインやスケジュールに対
するコミュニケーションを高め、業務量の偏りの
有無や繁忙度などを共有し、その都度業務量の均
衡化を実施しています。また、職員の勤怠状況管
理並びに仲間の状況共有は、在席表示システムに
おいて居場所、勤怠状況、出社率やその予定など
を可視化し、ミーティング日時の設定などを円滑
化しています。時間デザインの自由度の向上、そ
して組織運用の合理化から、個人で利用できる時
間を作り出し、新しい領域へ取り組む素地を整備
しています。

・働く場所の自由度を上げる
　日建設計では新常態における職員の出社率が
50％程度であると想定し、オフィス空間の一部を
改装しました。出社制限下での効率的業務遂行
や、職員のコミュニケーション活性化等を企図し
たフリーアドレス空間です。設計部門からエンジ
ニアリング部門、都市部門、グローバルデザイン
部門など、多種多様な部門が混在する組織設計事
務所において、フリーアドレス化がどのような効
果を生み新たな価値創造に寄与するか、結果を評
価し検証を行うことで、これからのオフィスのあ
り方を考える指標にすることができるでしょう。

・エンゲージメントを高める
　前述のとおり、リモートワークとオフィスワー
クの併存から発生し得る情報共有の不均衡性は、
職員のモチベーションやエンゲージメントへ影響
します。出社勤務率の高い職員はオフィスでの出
来事や情報に触れることで情報認識度は維持でき
ますが、在宅勤務を主にする職員は維持が困難と
なり、情報格差が孤立感を生みかねません。それ
を回避するために毎週定例でスケジュール会議や
コストに関係した情報の交換と討議の場を設けて
います。
　例えば、コストデザインオリエンテーション

（CDO）、同デザインレビュー（CDR）、同デザイ
ンフィードバック（CDF）では、プロジェクト
の初期段階におけるコスト計画の方向性や、設計

フェーズにおけるコストコントロール状態の検証
と是正措置、工事着工時点や完了時点におけるコ
ストマネジメントの評価とフィードバックを行
い、ベストプラクティスやトラブル事象とその回
避策を共有し、将来のプロジェクトへ活用できる
環境を整備することでプロジェクト品質の向上を
進めています。各会議体はWebミーティングで
開催することで高い参加率を維持しており、従前
以上に情報共有が進みエンゲージメントが向上し
ています。

・達成感を共有する
　担当プロジェクトの完成形を設計チームと同じ
視点で見て感じることは、設計チームとしての同
調性を育む上で重要です。コロナ禍以前は現場で
開催していた完成見学会も、今ではオンラインで
開催しています。事前に現地で撮影した動画をオ
ンラインで配信し、動画を見た後には参加者から
の質問などを含め討論の場を設け、施工中の出来
事や苦労話などリアルな話題を提供し合えるイベ
ントとなっています。感染リスクや参加人数、時
間帯や天候などを気にせず参加でき、往々にして
聞き取れない説明者の声も明瞭に聞き取ることが
できます。温度や匂いを感じるとまではいきませ
んが雰囲気を感じ取ることはできますし、今後
は、VR技術を用い参加者好みの視点で現地を見
ることができるようになるかもしれません。

・オンサイトからオンラインへ
　工事発注見積時の質疑回答は従前から電子メー
ルで行ってきましたが、オンサイトが主流であっ
た現場説明会もオンライン形式での試行を始めて
います。発注図書はメールやファイル共有システ
ムを活用し、図面の説明等はWeb会議システム
で行っています。また、その後の質疑回答や追加
変更指示から、見積照会先からの技術提案書や見
積書もメールで受領するなど、リモート化を試行
しています。
　この効用は、遠隔地におけるプロジェクトへの
関与が可能となることを意味し、移動行為とその
時間の削減は業務効率の向上に繋がり、工事受注
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希望者への参加機会拡大へも繋がる可能性を秘め
ていると考えられます。施工者選定等の最終段階
における意思決定の場面では対面形式が残ると想
定されますが、発注工程のすべてがリモート化さ
れる日も近いように思えます。

・電子化が時間と距離を解決する
　行政でも書類への押印廃止が進められていま
す。申請や許認可手続きについても電子押印化が
進み、その効果は設計完了から工事着手までの期
間短縮を果たし、事業生産性の向上に効果を発揮
する可能性を秘めているとも言えます。
　公共事業の設計業務のあり方も見直せる余地が
ありそうです。積算業務では「RIBC」という効
率的かつ合理的な積算ツールを利用しながらも実
業務は従前の慣習は残ったままです。業務成果品
の検収では印刷してファイリングした数百頁にも
及ぶ原本を何冊も机に並べ、一品毎に確認を行う
ケースは多く、検収後に改定作業が発生し、再び
印刷し成果品を差し替えるケースもしばしば見受
けられます。
　電子納品の課題を洗い出し解決策を講ずること
で品質確保手法を確立し、ペーパーレス化が実現
すれば時間と距離というハードルを払拭し、遠隔
地であろうと同一の品質とサービスを提供するこ
とが可能になるのではないでしょうか。平成30年
から進められている工事関連図書等の効率化を広
範囲へ拡充するなど、一層の生産性向上の推進を
期待します。

・高まる情報への価値
　普段私たちがあらゆる業務を遂行する上で駆使
し、支えられているテクノロジー。その進化のス
ピードが加速し、意図伝達にはメールやチャット
を、作図にはCADやBIMを、打合せにはビデオ
会議アプリケーションを活用することが当たり前
になりました。工事現場のロボット化が急速に進
んでいるのもコロナ禍という困難があってこその
進化だと言えますが、この流れを止めることな
く、高齢化や労働力不足対策、生産性向上を目指
し推進する必要があります。

　もっとも、OA機器や業務支援ツールへのスキ
ルにも個人差はありますが、その格差を解消して
こそ企業としての生産性向上に繋がるとも言えま
す。ベテランならではの知識や経験と、若手が得
意とするOAスキルとを融合することで創造する
価値を最大化でき、顧客の期待を超えるサービス
の提供が可能になるのです。
　デジタルトランスフォーメーション（DX）を
進め、より価値あるサービスを顧客へ提供するに
は信頼性の高い情報提供が必要で、そのためには
保有データの共有と利活用が必須となります。コ
ストデータも時間とともに水準は変化しますが、
陳腐化することはありません。むしろ既存ストッ
クの定量的評価には竣工当時のコストデータが有
効になることも多く、時系列データと時点データ
があれば、あらゆるコンサルティングに有効とな
ります。デジタルデータは今や現代の石油である
と表現されるように、先行きの不透明な社会では
ますますそのニーズは高まり価値は大きくなり、
分析加工することで利活用の効果が期待されるで
しょう。

・マネジメントのアジャイル化
　プロジェクトマネジメント手法としてフロント
ローディング型手法がありますが、先行きが不透
明な時勢においては、必ずしもフロントローディ
ングが適切でないケースもあります。頻繁かつ不
連続に社会の状況が変化するため、プロジェクト
の意思決定もその変化に応じて臨機応変かつ柔軟
に見直すことが重要になるからです。
　基本はフロントローディング型としながらも、
社会の変化に迅速かつ繰返しの検討に対応し得る
手法としてアジャイルマネジメント手法を実践に
取り入れています。コスト管理業務遂行上の負担
は増しますが、プロジェクト終盤での大幅な手戻
りを回避できる効果を鑑みれば、プロジェクト全
体としての効率は向上できるものと考えて実践し
ています。先を読むことが難しく、変化が急激な
環境では、状況に合わせて柔軟にかつ迅速な対応
が求められます。
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・成功確率向上へのシナリオプランニング
　世界的経済の悪化から建設市況の減速懸念が勃
興していますが、減少する発注案件への受注に対
する意識には格差が生じています。是が非でも請
けようという意識と、無理をしてまで請けないと
いう２通りです。その状況を察知したクライアン
トから、発注戦略に対する相談が増加していま
す。弊社では独自のマーケティングと市場トレン
ド分析に基づき、クライアントにとって最適な発
注戦略を提案しています。戦略提案はプロジェク
トが成功するか失敗するかに直結するだけに重要
なミッションです。工事発注のタイミングや見積
照会先の選定、発注の枠組み等の選定にはこれま
で以上に慎重に取り組んでいます。市況などに基
づき仮説を立て、あらゆる変化に対して迅速に戦
略提案を行えるようシナリオプランニング手法を
採用するケースも多くあります。
　例えば、感染症と建設物価のシナリオを２ケー
ス考えてみましょう。
シナリオ１）感染拡大で物価は下落へ

　新型コロナウイルスの感染拡大で物価の下落
が継続、企業収益や雇用情勢が悪化すれば建設
市場の減速は避けられず、発注工事の減少と受
注競争の激化、建設物価が下落というシナリオ。
シナリオ２）感染終息で物価は上昇へ

　有効なワクチンが開発され感染が終息、世界
経済が回復。国内でも企業活動が広域で活性化
し民間企業の設備投資を再開。建設投資も増加
し物資価格の上昇と相まって建設物価が上昇基
調にというシナリオ。

　日建設計では常に世界の景気動向や国内民間企
業の収益状況を観察しつつ建設業界への影響を察
知し、クライアントにとって最適な発注戦略を複
数用意し状況に応じて最適な選択ができる環境を
整備することでプロジェクトの成功確率を向上さ
せることに注力しています。
　21年度の建設投資は20年度に比べ減少が予想さ
れます。また先行きが不透明な状況なこともあ
り、企業は資本の流動性を維持することを意識
し、建設投資には一層慎重になる可能性が高くな
ります。それでも企業活動がゼロになることはあ

りませんから、設備投資を積極化する分野を見つ
け出しアプローチできる体質へと進化する必要が
あり、市況への先見力が建築設計事務所のスキル
として必須になりそうです。

９ 今回分かった三つのこと

　私たちはこれまでにも様々な苦難を乗り越える
ことで意識を変え、技術革新を行い進化してきま
した。それを可能にしたのはその適応力であり、
加えて柔軟性があるからこそだと言えます。
　コロナ禍による激変の中、リモートワークとオ
フィスワークが併存する環境を１年間体験し、分
かったことを三つ取り上げます。一つ目は、生産
性向上には職員の裁量範囲を拡げ、自らが積極的
に業務遂行に取り組むモチベーションマネジメン
トの強化と、適度なコミュニケーションの継続か
ら情報共有の均衡化を図り、周囲との同調性を育
むことで企業へのエンゲージメントの醸成を促す
マネジメントが重要であること。二つ目は、多様
化、複雑化する課題解決には人とテクノロジーと
の連携が不可欠であり、その利便性に潜むリスク
も理解しながら職員全員がリテラシーを習得し活
用すること。三つ目は、リモートでは達成し得な
いイノベーションを喚起する偶然の出会いや
ちょっとした会話を触発する魅力的なオフィス空
間は企業の成長にとって必要だということです。
　激変したこの環境と状況がこれからの新常態と
なると想定し、更なる変化へ柔軟に対応できる耐
性とあらゆる分野の企業との協業を可能にする許
容力を備え、すべてが合理的に機能し融合し合う
体質へと永続的に進化することが求められていま
す。
　コロナ禍とは長期戦になるとされるも、他方で
企業活動は活性化するでしょう。私たちはこの１
年間で得た知見を踏まえつつ、常に周囲の変化を
察知し順応すべく絶えず進化し、活性化する企業
活動に応えながら生産性を向上させ、建築設計の
分野、建設業界そして社会の健全な成長に寄与す
るために、検証を繰り返す日々が続きそうです。
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１ はじめに

　このコロナ禍の中、（一社）日本建築積算事務
所協会（以下、「JAQS」という）では、会員事
務所が、テレワークを実施しているか、また、検
討中であれば実施に向けてのどのような取組みを
行っているのか、実施によってどのような利点や
欠点があるのかをアンケートにより情報共有する
ことにいたしました。
　そこで、2020年12月にJAQS広報委員会でアン
ケート調査書を作成し、全会員である80事務所へ
アンケートを依頼したところ、30事務所から回答
があり、その分析結果がまとまりました。本誌に
は、その一部をご紹介いたします。

２ アンケート調査結果の概要

　アンケートの結果を見ると、テレワークを実施
した事務所は関東支部が最も多く21事務所中14事
務所となっており、積極的に導入が進んだことが
窺えます。
　また、導入時期に関しても、コロナ禍以降がほ
とんどで、これが導入の大きなきっかけになった
ことは間違いありません。
　今後、テレワークを継続していかれる事務所、
また今後の導入を検討中の事務所、あるいは導入

を踏み留まっている事務所には、大変有効なアン
ケート調査であったと思います。
　このアンケート調査結果を今後のテレワークの
ご参考にしていただければ幸甚です。
　なお、JAQS関東支部では、コロナ禍以前に、
東京都のテレワーク導入に関する補助金事業の申
請の紹介を行っており、４社がこの補助金申請を
行い、実際に補助金の支給を受け、テレワークを
実施しております。その後、このコロナ禍が始ま
り、補助金申請としてはタイミングがよかったと
考えております。

３ アンケート調査結果

④導入していない、⑤導入の予定なしの理由
・顧客要望、期日に素早く対応することが困難である。
・�パソコン、通信環境だけでなく、図面、資料等のスペース確保

が困難である。
・�上司への確認、連絡不足などで作業効率が著しく落ちると考え

られる。
・テレワークの効率が悪いため、時短出勤にしている。
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○テレワーク導入の有無
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○�お客様と社員、社員と事務所のコミュニケー
ションの工夫はありますか？（決められた時間
にWeb会議を行う等）
・お客様とはメール・電話などのやり取りで間

に合っている。

・お客様からの連絡は、管理者が処理する。
・お客様にアポイントを取り、営業職が定期的

に訪問する。
・お客様とWeb会議を行っている。
・社員は定期的にWeb会議（Zoom等）で打合

せをしている。
・社員は出社・退社時にメール連絡をする。
・月１回の食事会を開催しているが、それもで

きない場合がある。
・週数回程度のチーム打合せを行う。
・今後テレワーク社員の孤立を防ぐために社員

と事務所のコミュニケーションを連絡ツール
で行いたい。

○�社員へどのような便宜を図っていますか？（会
社負担での業務連絡用携帯電話、業務上必要な
Ａ３出力のプリンターの購入等）
・会社携帯と図面閲覧用タブレットを支給して

いる。
・通信費は携帯の契約を変更してもらいその差

額分を支給している。
・光熱費についてもテレワーク日数にて差額分

を支給している。
・自宅で作業できる環境づくりに対して机等購

入費を支給している。
・会社負担で会社用携帯電話、Ａ３プリンター

の貸与を行っている。
・Ａ３のプリンターを購入した場合は25,000円

を上限に支給している。
・テレワーク中の光熱費支給、プリンターの用

紙代支給・インク代支給、図面は会社から自
宅へ送付している。

・３～ 10月頃には公共交通機関の利用を禁止
して、車通勤や自転車通勤なども許可してい
た。

・会社のサーバーに自宅からアクセスする方法
を考える。

・テレワーク１日当たり500円支給（１ヵ月１
万円を上限）。

○テレワークの導入の時期
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○テレワーク実施中の執務時間
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○テレワークの作業効率
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○テレワーク導入後の運用
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○テレワークの方法（複数選択あり）
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④その他…
自宅にあるパソコンを利用、ソフト等は会社負担で支給。
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・会社の内線電話となる携帯電話端末を導入し
て、個人電話の使用をなくす。

○他に問題点がありましたら、お書きください。
・JAQSでも対応方法のQ＆Aをどこかに蓄積

し、会員に公開する必要があると考える。
・テレワークは自己管理ができる／仕事に対し

ての姿勢が前向きな状態を保てる人がすべて
ではないので、個人差が一層出ると考える。

・テレワークを進める上で、他社の意見も聞いて、
取り入れてうまくいく方法を模索している。

・新入社員等経験の浅い社員は、指示、指導が
ないと作業ができないため出社せざるを得な
い状況である。

・複数人で行う作業の場合は打合せが即座にで
きず作業が滞ることがあった。物件のとりま
とめ役は出社せざるを得ない。

・コロナに慣れてきてしまって以前より危機感
が少なくなっている。

・実際に業務を１日当たり定時間内で行ってい
るか把握できない。

４ 事例紹介

　次にJAQS会員事務所３社によるテレワークの
取組みをご紹介いたします。

はじめに
　弊社においても新型コロナウイルス感染症防止
対策の一環として、時差・時短勤務を行って参り
ましたが、2020年４月の緊急事態宣言以降は、全
社員（約200名）のうち約３割程度の社員を在宅
勤務としました。
　弊社は福岡本社をベースに広島・大阪・名古屋・

東京・沖縄・仙台の全７拠点で全国の物件の積算
業務を行っており、各拠点で積算依頼を受けた物
件を拠点単位で対応するのではなく、全拠点で対
応する仕組みを以前から行っていたため、拠点間
の物件のやり取りや進め方には慣れておりました。

在宅勤務を開始して
　しかし、在宅勤務に関しては、弊社でも初めて
の試みであったため、在宅での作業・管理方法、
環境整備について情報収集するところから始めま
した。
　会社でノートパソコン、モニター等を迅速に揃
え在宅勤務者へ貸与し、通信方法はVPN接続も
しくはリモート操作ができるように環境整備を行
いました。
　在宅での作業内容は、構造・仕上げセクション
問わず、出勤時と同様に数量拾い及び内訳集計作
業を中心に行っており、在宅勤務開始直後は慣れ
ない環境での作業であったり、通信手段による障
害などもあり、会社通勤時に比べ生産性は２～３
割程度落ちました。しかし在宅勤務を継続して行
うことにより、段々と環境にも慣れ、通信環境の
改善やプリンターの貸与なども行い、会社通勤時
と変わらない生産性を取り戻すことができました。
　在宅勤務者の管理やコミュニケーションの手段
は、各物件をチームで動いているため、会社通勤
者と同じ就業時間とし、始業時・昼・終業前に最
低３回はビデオチャットによるリモートミーティ
ングの実施、また必要に応じて、その都度打合せ
を行っています。在宅勤務者の作業進捗に関しま
しても、管理者のパソコンから在宅勤務者の作業
状況をオンラインで確認可能なシステムによって
進捗を把握できるようにしています。
　そのため、在宅勤務者の作業進捗に応じて、管
理者と在宅勤務者間で打合せを行いながら作業手
順を決めて進めています。また、在宅勤務者は月
に２回は会社へ出勤し、物件の打合せなども含め
社内において昼食会などを実施し、社員同士のコ
ミュニケーションを図るようにしています。現在

テレワークの実践と今後の課題

株式会社 縁
えにし

　土取広司

24　　建築コスト研究　No.112　2021.4

特集　生産性向上の新たな視点―ウィズコロナ―



でも全体の約２割程度は在宅勤務を継続して行っ
ております。

今後の課題
　在宅勤務制度を継続していくにあたり、更なる
人材育成が必要になってくると考えています。現
在は勤続年数が長く、経験豊富な中堅社員を中心
に在宅勤務を行っておりますが、経験の浅い社員
や管理職は在宅勤務ができていないのが実状で
す。経験の浅い社員につきましては、積算技術の
習得はもちろんのこと、自身で自己管理ができる
ように育てていかなければなりません。また管理
職に関しても、在宅しながらでも物件の管理や部
下の管理ができる環境づくりが必要であると考え
ます。今後は経験の浅い社員から管理職まで誰で
も在宅勤務が可能になる人材育成・組織づくりを
目指していきたいと考えています。

はじめに
　弊社ではこれまで新型コロナウイルスの感染予
防策として手探りではありますが、社員と社員の
家族、更にお客様に対する業務執行を維持するた
め様々な対策を実行してまいりました。
　時差通勤・テレワーク・Web会議導入や会議
室を執務室に利用すること等による座席間隔

（ソーシャルディスタンス）を確保し、通勤・移
動による感染予防を図りました。また、新入社員
の教育方法の見直しもいたしました。
　以下に、弊社のテレワーク実施までのやり取り
をご紹介致します。

2020年２月～４月（４/16　緊急事態宣言が発令）
　弊社は、これまで在宅勤務の実績がなく、ゼロ
からのスタートとなりました。

①在宅勤務をするにあたっての検討事項
・在宅勤務可能な候補者の人選
・候補者の担当案件進行状況を把握
・パソコンの選定と設定（移動可能なパソコン

選定と各種システム・メール設定等）
・在宅勤務者の勤務管理・作業内容

②初期段階で、大変だったこと
・パソコンに詳しい者に負担がかかってしまっ

た。社外で使う場合のPCに試行錯誤した。
・在宅候補者自宅のネットワーク環境により追

加で機器を購入する必要があった。
・機器が品薄で、Webカメラ・ヘッドセット

等が手に入らない。
・機器を送る宅急便の箱が手に入りにくく、電

車や車で運ぶ社員もいた。
・宅急便の費用がそれなりにかかった。

③在宅勤務の問題点
・環境が違うので、作業効率が落ちてしまう社

員もいた。
・管理上の問題から、残業させられない。
・新入社員の社員教育が、思うようにできな

い。
・図面の配送・返却と宅急便の費用がかかった。

2020年５月25日緊急事態宣言が解除されて
①時間差勤務を継続した。
②�業務の打合せで、Web会議が多くなり、Web

カメラ・ヘッドセットなど導入した。
③�コロナウイルス感染の第２波、第３波が予想さ

れていたので、リモートによる在宅勤務が可能
な体制強化の検討を始めた。

2020年７月　事業継続緊急対策（テレワーク）助
成金を申請
①機器・ソフトの選定

・パソコンは、ノートパソコンでWebカメラ
付。

・PCモニターは、32インチを購入。
・セキュリティ及び動作環境を考えたソフトの

テレワーク導入までの道のり

株式会社協和建築積算事務所　笠原健二
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選定以上の機器で17台分を申請した。
②テレワーク規定の準備

・社内規定の改定（テレワーク用作成）。

2020年10月　事業継続緊急対策（テレワーク）助
成金の承認が下りるまで
①�助成金申請によるテレワーク用機器に頼らない

手段の検討を始める。
・助成金の承認が下りるまでに３ヵ月かかり、

どのように機器を設定し、テレワークを可能
にさせるかを再検討した。

・体験版のソフトを随時使い、メリット・デメ
リットを確認しつつ、妥協点を考えた。

②テレワーク中のコミュニケーション手段
・Web会議を利用することを想定して準備を

進めた。

2020年11月　事業継続緊急対策（テレワーク）助
成金の承認が下りてから
①助成金申請に即した実戦配備の準備

・機器の購入・セットアップ作業
・試運転させての動作確認
・テレワーク社員の最終選考

②在宅勤務の体験から管理体制の模索
・在宅でできる業務の内容を検討（上司との作

業内容確認）
・自己管理の向上を目的とした目標と出来高を

確認できるようにスケジュール表の改善

2020年12月　クラウド型アプリを使うテレワーク
開始

・今回は、テレワーク可能な社員と体験する社
員を対象に実施した。まだ目立った問題点は
出ていないが、今後も注意していきたいと思
う。

・３分の１の社員がテレワークを実施している
が、全社員によるコミュニケーションの必要
性を考え、出社率を60％にしている。

おわりに
　これまで働き方改革について、いろいろ話し
合っていましたが、まさか弊社がテレワークを推
奨するなど思ってもいませんでした。
　突然のテレワークで様々な問題もありました
が、何とかここまで来られました。
　今後は、全社員がテレワークを経験し、まだ終
息の見えぬコロナウイルス感染予防のため、更に
予期せぬ災害時のBCPのため、充実した危機管理
体制を整えていこうと考えております。

はじめに
　弊社のテレワーク導入についての検討は、2019
年９月JAQS関東支部よりご紹介がありました東
京都の「業界団体連携によるテレワーク導入促進
事業」への参画について社内で協議した経緯がご
ざいました。
　この助成事業は、2020年夏に予定されていた

「2020東京オリンピック・パラリンピック」開催
時の東京都内の交通混雑緩和を目的としたもので
した。
　しかし、その時点では「弊社の業務内容におい
てのテレワーク導入は難しい」という結論に至
り、この事業に参画することは見送りました。

テレワーク導入
　こういった経緯があり、2020年４月７日に発令
された新型コロナウイルス感染症拡大による政府
の緊急事態宣言を受けて、弊社としても社会的要
請に対応するため、そして社員の安全を守るため
に急遽テレワークを導入することになりました。
　取り急ぎ、社員全員分のノートパソコンをレン
タルし、自宅でも作業ができるようソフトウェア
等をセットアップした後に貸与しました。
　基本的に全社員をテレワーク勤務とし、私と総

テレワークの取組み

株式会社アコスト　本美和樹
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務担当者のみが時差並びに時短出社として社内で
データ管理と、電話等によるご発注者の対応にあ
たりました。ただし、リモートアクセス等による
社内サーバーへの外部からの通信は、セキュリ
ティ上の不安を拭えず導入しませんでした。
　案件スケジュール等の連絡は、Web上で操作
ができるグループウェアを導入し情報を集約、従
来のＥメールと併用して管理するスタイルに変更
しました。
　また、積算業務を在宅で行う上で最もネックと
なる図面（紙媒体）のやり取りですが、基本的に
は出勤した社員が印刷し、配送記録が残るように
社員の自宅に発送する形で対応しました。数量拾
いから内訳書作成までにおいてはこれらの手法で
問題なく進めることができました。
　しかしながら、代価表作成や刊行物等から値入
をする作業になると、どうしても社内にある各種
積算基準書などの書籍が必要になります。この場
合には、値入を行う各チームのリーダー同士で出
社日程を調整し、密にならないよう１名～２名程
度が時差出社して作業を行うことで対応しまし
た。
　このように急遽開始したテレワークですが、社
員各自の自覚や創意工夫による協力もあり、現在
のところ業務に穴をあけることもなくしっかり稼
働できていると感じています。
　また、2020年５月25日の緊急事態宣言解除後も
完全に安全とは言えない状況と判断し、各チーム
で出社日を設定して全体出社率を概ね50％を目安
に調整の上、現在も通常勤務とテレワーク勤務を
両立運用しております。

今後に向けた対応
　コロナウイルス感染症の終息が見通せない以
上、弊社でも今後も引き続きテレワークを進める
必要があると思いますので、全社員にアンケート
を取りました。そのアンケート結果から、ここま
で約半年間取り組んで参りましたテレワークの課
題点が見えてきました。

　まず、経営側から見て「メリット」と思ってい
たことでも、社員個人の状況によっては期せずし
て「デメリット」となっている場合があるという
ことです。
　確かに通勤時間はなくなり、公共交通機関に乗
ることによる感染リスクは軽減されますが、個々
の住環境や家庭事情により出社して作業した方が
能率が上がるというケースもあるようです。
　また、現在は様々な通信手段がありますが、や
はり主流となるのは「電話」です。個人携帯電話
を使うと通話料などもさることながら、電話番号
等の個人情報が表示されてしまうことを嫌う声も
多々ありました。
　更に、内訳や数量調書等のデータ管理にもまだ
いくつかの問題点があり、これも今後の課題と考
えております。
　社員の要望すべてを受け入れるのはもちろん難
しい部分もありますが、要望を真摯に受け止め検
討し、今後のテレワーク運営に反映していければ
と考えております。
　弊社は社員13名の小規模な事務所ですので、こ
のようなアナログな手法でも何とかテレワークが
成り立っていると感じています。このコロナ禍が
終息した後にも、様々な生活様式の中で今後も

「テレワーク」というスタイルが定着していくこ
とでしょう。
　弊社では、引き続き今後もよりよい手法を模索
していきたいと考えております。
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１ はじめに

　新型コロナウイルス（COVID-19）は世界中に
感染を拡大し、日本においても東京オリンピック
が翌年に延期されるなど、世界中が多大な影響を
受けていることは周知のとおりです。その一方
で、様々な制約を受けながらも建設活動は続けら
れています。コロナ禍において発注者・設計者・
監理者・施工者の役割／責任／リスクにどのよう
な変化があったのかという観点から、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のための工事現場での対
応や工事中断に伴う工期延長・追加費用負担問題
について、東南アジア各国の対応の実態を調査し
ましたので、主な内容を以下に紹介します。

２ 国際会議の概要

　昨年11月５日から６日にかけて、（一社）建築
社会システム研究所 1 として国際会議を主催しま
した。会場は、立命館大学茨木キャンパスＢ棟カ
ンファレンスホール、対面会議とオンライン会議
を併用しました。日本、中国、台湾、シンガポー
ル、タイ、マレーシア、ベトナムの東南アジア各
国の建築工事の現状と問題点について５日に発
表、６日にパネルディスカッションを行いまし
た。会議の目的は、日本の建設業者が東南アジア
各国で実際に行っている建設活動を、日本を含め
1 　2018年７月設立、理事３名（古阪秀三、韓甜、片田和範）

各国で調査・比較分析することであり、１日目に
は下記４項目に関する調査結果について各国から
発表を行いました。
①日本の建設業者の現地プロジェクトでの組織構

造、技能工の存在形態
②当該作業所での生産性向上や効率化への具体的

取組
③日本で研修等をした技能工の本国での活動／活

躍
④建設活動での新型コロナウイルス感染症への対

策の実態
　また、２日目には次に挙げる四つのテーマにつ
いてパネルディスカッションを行いました。
テーマⅠ　事例にみる各国の建設工事の実態
テーマⅡ　技能労働者の育成と流動性
テーマⅢ　 生産性向上ならびに効率化の現状と将来
テーマⅣ　コロナ禍での建設活動
　本稿は、この国際会議における各国の発表資料
と事前アンケートを踏まえて行った四つのパネル
ディスカッションのうちの〔テーマⅣ　コロナ禍
での建設活動〕の内容をまとめたものです。

３
�東南アジア各国のコロナ禍での建設
活動状況

　今回の国際会議開催に先立ち、昨年９月上旬に
各国で建設プロジェクトに従事している方々にコ
ロナ禍での建設活動に関するアンケートを行いま
した。このアンケート結果に、今回の発表資料か
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らの最新情報を加え、コロナ感染拡大防止対策に
より建設現場がどのような影響を受けたかについ
て整理しました。アンケートも発表資料も各国数
社からの情報提供であるため、情報は最新ではあ
りますが、内容が必ずしもその国の全体状況を表
しているとは言い切れないことは承知願います。

■工事現場でのコロナ対策
　日本からの発表資料によれば、（一社）日本建
設業連合会（以下、「日建連」という）から「建
設業（建設現場）における新型コロナウイルス感
染予防対策ガイドライン」（2020. ５.18策定、同
８.27改訂）が出され、そこに示された建設現場
における具体的な対策の指針に沿った対策を取り
つつ工事を継続しているということでした。ま
た、日本の民間発注者からの提供資料によると、
自社の品質管理部が「施工現場におけるコロナ感
染防止対策」としてのチェックリストを作成して
おり、体温測定、マスクの常時着用や消毒液の常
時携帯、ソーシャルディスタンスの確保、リモー
トによる会議・検査などに加え、事務所近くにア
パートを借りて通勤による感染リスクを低減させ
る工夫などを実施していました。
　東南アジア各国においても、入場時の検温、場
内でのマスク着用と消毒、朝礼時の整列間隔確保
や工区割による人数制限などのソーシャルディス
タンスの確保、時差出勤など日本と同様の対策が
実施されており、各種テレビ会議ツールによるオ
ンライン会議の多用、作業状況確認や安全巡回検
査や施主検査でのWebカメラの活用も進んでい
ます。シンガポールでの入場者に対する接触追跡
アプリの付与などの取組みもありましたが、課題
もあり、各国からのコメントは次のとおりでした。

【日本】チャットベースの建設現場支援アプリによ
りモバイル端末での作業巡回、報告書作成を行っ
ている。

【中国】監理者によるリモート検査に関してはまだ
確認できていない。鉄筋業者はWeChat（中国版
メッセージアプリ）を用いたリモート検査は日常
的に行っているが、配筋の寸法までは把握できな

い。意匠上の検査は難しく、鉄筋の本数確認程度
なら可能であると思う。

【シンガポール①】シンガポールでも設計事務所の
人間が現場内に入れない制約があり、スマホカメ
ラで動画を撮りながら設計事務所の人間がリアル
タイムで確認している。施主検査もWebカメラで
行っている。

【シンガポール②】接触追跡システムとして、Trace 
togetherというアプリを強制的に導入させられて
いる。システムができたばかりでBCA（Building 
& Construction Authority）もアップデートができ
ず現場全体が入場できないといったトラブルも生
じている。接触追跡システムは、技術的には継続
すれば生産性向上の分析に繋がるかもしれないが、
外国人労働者に対しては人権・プライバシーを考
慮していない部分がある。他国でこのようなこと
を行えるのかは疑問である。

【タイ】Webカメラは施主検査に使う（施主は自身
のオフィスで確認ができる）ほか、安全パトロー
ルにも利用している。

　各国のコメントから、Webカメラでの遠隔検
査については、鉄筋の本数は確認できても鉄筋径
までは確認できないとか、意匠上の検査は難しい
など、専門家としての検査において課題はある
が、施主検査のように必ずしも詳細にわたる検査
ではない場合には、安全な別の場所で同時に複数
の人間が現場の進捗を確認できる遠隔臨場という
点で有効に利用されているようです。現状でスマ
ホカメラでも適切に対応できている現場もあるよ
うですが、更なるカメラ画素数の向上や５Ｇなど
の最新技術により、通信量や通信速度が向上し、
映像と音声の撮影と配信の試行を繰り返すこと
で、遠隔検査の対象は更に広がっていくものと思
われます。

４ 工事中断について

　アンケートや各国の発表から新型コロナウイル
スの感染拡大の第１波を受け、昨年春先から行政
指導などにより中断を余儀なくされた工事現場が
出始め、国によって中断期間に差はあるものの、
発注者と施工者間では工期延長やそれに伴う追加
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費用負担問題が潜在していることが分かりました。

■工事中断の実施事例
【中国】行政指導に従い、地元国営企業との協業プ

ロジェクトにおいて中断があった。工事現場の閉
鎖、工事費の増加、工期の延長等については政府
機関から正式な指示があった。

【台湾】コロナ対策を早期に講じてきたため、工事
現場への影響は少なく、現場を閉所する事態に
至っていない。

【シンガポール】行政指導に従い、公共工事、民間
工事とも中断した。

【タイ】当社の工事では中断した事例なし。
【マレーシア】政府による行動制限で、すべての建

設現場を中断せざるを得なかった。
【ベトナム】中央政府及び地方政府通達により、公

共・民間とも中断あり。

　このように、中国、シンガポール、マレーシ
ア、ベトナムでは、政府等による指導があり、工
事が中断されたが、国としてのコロナ感染拡大を
抑制できている台湾やタイでは、工事現場への影
響は少なく、工事現場を閉所する事態には至って
いませんでした。

■工事を中断した期間
【中国】27日間
【シンガポール】最低70日間、４月７日からサー

キットブレイカー 2 に入り、すべての現場は中断
（約４ヵ月）

【タイ】ロックダウン３月22日～５月３日
【マレーシア】政府による行動制限で２ヵ月間
【ベトナム】ダナン市郊外では２週間程度、クワン

ガイ省では10日

　なお、タイについてはロックダウンがあった
が、エリアが限定されており、回答者の会社の工
事現場はその中に入っていなかったため、工事の
中断は行わなかったということでした。
　工事中断のあった中国、シンガポール、マレー
シア、ベトナムでは中断期間は10日から４ヵ月で

2 　サーキットブレイカー（the circuit breaker）は生活必需業種
を除く民間企業オフィスや学校等を閉鎖するシンガポール政府
の施策

あり、プロジェクトの残工期や全体工期にもより
ますが、それらの工期の中で容易に吸収できるよ
うな日数ではないケースも多く、コロナ禍での工
事中断による工期延長が発注者と施工者間ではど
のように扱われるのかについて行われた議論は下
記のとおりです。

■工事中断に伴う工期変更について
【中国】「不可抗力」として、実際の工期を延長。
【シンガポール】官庁工事は４月７日から８月６日

までの工期延長が認められた。民間工事ではコロ
ナの影響による工期延長、損失及び費用請求は認
められていない。

【マレーシア】発注者との交渉になる。
【ベトナム】発注者と協議中。

　公共工事（官庁工事）において行政指導があれ
ば、工事中断に伴う工期延長は認められている一
方、民間工事ではどの国も発注者との交渉になっ
ているようです。ここで気になるのは各国におい
てコロナ禍での工事中断に伴う工期延長は、工事
請負契約上はどのような取決めになっているの
か、官民で違いがあるのかという点なのですが、
残念ながら今回の調査ではそこまでの情報を得る
には至っていません。

■工期延長、追加費用負担について
　日本では、国土交通省がHPで新型コロナウイ
ルスの拡大防止に向けて直轄工事における一時中
止や工期延長措置を行った場合は、その費用を発
注者たる国土交通省が適切に負担する（参考―１
参照）と表明しています。また民間工事における
一時中止等の対応に関しても、建設業者団体・民
間発注者団体宛てに、建設工事標準請負契約約款
において、「不可抗力」によるものとして受注者
は発注者に工期の延長を請求でき、増加する費用
については受発注者が協議して決めることとされ
ている旨を周知させています（参考―２参照）
が、工期延長とそれに伴う追加費用はどのような
扱いになっているのかについて、各国からのコメ
ントを紹介します。
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【日本】ケースバイケースである。工期延長は認め
られているが、損害請求は難しいというのが実情
となっている。発注者に対し追加費用を出してく
れというのは難しい。

【日本】日建連が工事を続けると宣言したため、当
社でも工事は中断しなかった。コロナ対策費用は
発注者との交渉になるが、おそらく請

うけ

負
まけ

になるの
ではないか。

【中国】公共も民間も実質同じであり、不可抗力と
して工期延長と損害は認められることとなる。

【シンガポール①】官庁工事では政府からのサー
キットブレイカーによる通達があったため、コロ
ナの影響を受けた期間として４月７日から８月６
日の工期延長が認められた。しかしシンガポール
公共工事約款により、損失及び費用請求は認めら

れていない。また民間工事でもコロナの影響によ
る工期延長、損失及び費用請求はまだ認められて
いない。シンガポールでは不可抗力による損失補
塡の話も聞かない。当社の現場では、我々受注者
に損失の請求権限が残っているため交渉を行って
いく状況となっている。

【シンガポール②】民間工事は不可抗力事項の中に
パンデミックが入っておらず、大手QS（Quantity 
Surveyor）事務所の解釈としては、不可抗力に当
てはまらないとなっている。行政指導は不可抗力
になるが、それは工期延長のみ認められ損失は認
められていない。

【マレーシア】契約内容や状況に応じての交渉とな
る。事例の工事の場合、不可抗力では工期延長は
認められても費用は補塡されないと契約書に明記

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う建設工事等の対応（概要）

○施工中の工事等における一時中止措置等の対応について通知

・新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等に伴い技術者等が確
保できない場合や、資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続
することが困難となった場合の他、受注者から一時中止等の申出があった場合
において、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組
状況等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、受注者
の責によらない事由によるものとして、工期の見直し及びこれに伴い必要となる
請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う

（令和２年４月８日国土入企第６号、令和２年５月25日事務連絡等）

○公共工事に係る対応（一時中止等や工事現場等での感染予防対策）について、民間
発注者団体に対しても周知

○資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイルス感染症の影響により
工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款において、「不可抗力」
によるものとして受注者は発注者に工期の延長を請求でき、増加する費用については
受発注者が協議をして決めることとされている旨を周知

（令和２年４月８日事務連絡、４月17日国土建第７号、令和２年５月25日事務連絡等）

民間工事における一時中止等の対応（建設業者団体・民間発注者団体あて）

公共工事における一時中止等の対応
（都道府県・政令市あて、市町村・建設業者団体等にも周知)

(参考) 直轄事業における一時中止措置等 (令和２年4月７日国地契第１号等、令和２年５月25日事務連絡等)

※都道府県等に対して参考周知 （令和２年４月８日国土入企第６号、令和２年５月25日事務連絡等）

・受注者から一時中止等の希望の申出がある場合、感染拡大防止に向けた取組状況等の事情を
個別に確認した上で、必要があると認められるときは、受注者の責めに帰すことができないものとし
て、工事等の一時中止や設計図書等の変更を行い、一時中止措置等行った場合においては、
必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長等、適切に対応する。
※工事等を継続又は再開する場合に、感染拡大防止対策を適切に実施

【入札等の手続及びヒアリングの実施等について】
・総合評価落札方式における評価等について、適宜柔軟な対応を行う
・公告案件において原則ヒアリングを実施しない。公告済の案件も、可能な限り省略

○建設現場やオフィスにおける、感染予防対策の基本的事項について、 「建設業

における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を作成し、周知。
※コロナウイルス対策に伴う熱中症リスク軽減のための取組等も追記

（令和２年５月14日国土建第18号、令和２年７月１日国不建第１号等）

○施工中の工事の現場等において、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒

液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、

手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、受注者を通じてすべ

ての作業従事者等の健康管理に留意するよう依頼

○コロナウイルス感染症の感染者（感染の疑いのある者を含む。）及び濃厚接触

者があることが判明した場合に、速やかに受注者から発注者に報告するなど、

所要の連絡体制の構築を図るとともに、都道府県等の保健所等の指導に従い、

感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置が講じられるよう

依頼
（令和２年４月８日国土入企第６号、 令和２年４月17日国土建第７号、令和２年５月25日事務連絡等）

○建設工事の現場では、元請事業者はじめ、施工に携わるそれぞれの立場で、極

力、「三つの密」の回避や影響の軽減がなされることが重要。

特に、建設現場での朝礼・点呼、各種打合せ、着替えや食事休憩、密室・密閉

空間における作業などについて、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場

所の換気の励行など、「三つの密」の回避や影響緩和のための対策徹底等につ

いて依頼 （建設現場の「三つの密」回避等の取組事例についても周知 ）

（令和２年４月８日国土入企第６号、令和２年４月17日国土建第７号、令和２年５月25日事務連絡等）

※直轄事業：感染拡大防止対策を徹底するとともに、追加費用を要する感染拡大防止対策で必要
と認められるものについては請負代金額や工期等の変更を行う旨通知
(令和２年４月20日国地契第５号等)(地方公共団体及び建設業者団体等に参考送付)

工事現場等での感染予防対策
（都道府県・政令市・建設業者団体あて）

令和２年7月2日時点

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針における建設工事等の位置づけ

○公共工事等の安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については、緊急事態宣言時においても最低限の事業継続を要請
※「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」においては、公共工事の早期執行を図り、景気の下支えに万全を期すこととされている

○緊急事態宣言時においても、国民の安定的な生活の確保の観点から、インフラ運営関係等に係る事業者については、自宅等で過ごす国民が必要最低
限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業の事業継続を要請

出典：国土交通省HP

［参考―２］新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等に伴う主な対応（概要）（令和２年７月２日更新）

［参考―１］新型コロナウイルス感染症対策

〇新型コロナウイルス感染症対策に向けた直轄工事及び業務の取扱いについて
１．直轄工事、業務の一時中止措置等
　国土交通省では、新型コロナウイルスの拡大防止に向けて、直轄の工事や業務において、受注者の申し出が
ある場合に、一時中止や工期の延長の措置を行い、これに伴う経費を発注者たる国交省が適切に負担します。

出典：国土交通省HP　https : //www.mlit.go.jp/tec/kanbo08_hy_000025.html
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されているため、それ以外の根拠（法制度の変更
や、発注者側のコンサルタントによる中断指示を
受けた形にするなど）により損害補塡をできない
か発注者と交渉することとなる。

【ベトナム】発注者と協議中である。
【タイ】当社の場合、タイでは中断した現場はな

かったが、工事中断のあったミャンマーでは工期
延長は認められたが、コストは交渉となっている
ため解決できていない。

　各国からのコメントによると、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のために工事を中断し
た場合、日本・中国・シンガポールでは工期延長
は認められたケースが多いものの工事中断に伴う
施工者側の費用負担増については、認められない
か、あるいは発注者との協議になるということで
した。ただし、タイでは工事を中断しなかったた
め、感染対策諸設備設置費用は想定外の費用で
あったもののプロジェクト的には大きな影響はな
く、自社で負担することができたというケースも
ありました。同様に工事現場の閉所は行わずコロ
ナの影響が比較的少なかった台湾ですが、発表資
料によると、海外に発注していた製品を国内製品
に変更し、製品検査方法も変更（現地にいる社員
等に見てもらう）する必要があったということ
で、工事を継続していてもコロナによる影響が皆
無ではありませんでした。27日間の中断期間が
あった中国では、建築主と施工企業で工事中断の
損失を分担（感染対策は特別経費として40元／
人・日で計上）する方針になったものの、中断期
間が春節に重なっていたため、元々休みだったと
いう背景もあり、特別経費もそこまで大きくなり
そうにもなく、負担割合に関しては発注者と施工
者の交渉になるとのことでした。また、シンガ
ポールでは政府の建設業に対する補助があり、諸
官庁によりCOVID-19に関する一定の費用（安全
対策対応費（区画設備・マスク等）のコストの
50％）は救済されるが、すべて補助されるわけで
はなく、工期延長に伴う費用は請求できず、マ
レーシアでも中断期間２ヵ月分の経費（人件費、
クレーン損料など）を追加で請求する交渉は簡単

ではないとのことでした。マスクや消毒液の設置
などの対策費と比べ、中断期間に発生する人件費
や仮設損料などは金額が大きいため、追加費用の
負担面では施工者側は厳しい状況にあると言えま
す。
　参加者からは「日本においては、コロナに関す
る追加費用の費用負担に関して、裁判になっても
最後は和解になり、事実関係が分からない可能性
が高いことを危惧している」という意見もありま
した。

■現場労働者への支援について
　日本では、国土交通省が「感染拡大防止対策に
伴う下請契約等の適正化」として建設業者団体宛
てに通知を出しており、工期延長に伴う増加費用
については元請負人と下請負人が協議して決める
こととされていることの周知を図っています。ま
た、シンガポールからの発表では、30万人の外国
人建設労働者のドミトリー（宿舎）から感染拡大
が起きましたが、政府の素早い隔離政策により現
在の感染者は20人／日前後に抑えられており、現
場ワーカー・スタッフは２週間に１回のPCR検査
が義務づけられているなど、かなり徹底した対策
を行っているとのことです。外国人労働者よりも
国内労働者の多い日本と、建設現場の労働者の多
くを外国人が占めるシンガポールでは状況も異な
りますが、下請業者や現場労働者への支援につい
ては下記のようなコメントもありました。
【シンガポール】政府の支援策としては、現場労働

者の大半を占める外国人労働者の宿舎等でクラス
ターが発生したこともあり、雇用主に対し、給与
支払いについて工事が始まるまでに人頭税分は必
ず支払うように命じた。Performance Bondに関し
ても、パンデミックを理由とした施工者に対する
Bondの増額を禁止する暫定法を作成した。

【マレーシア】当社では、建築主及びコンサルタン
トと協議の上、外国人労働者を母国に戻さず維持
したので、行動制限解除後に素早く現場を再開で
きた。結果的には発注者にメリットとなったこと
から、２ヵ月間の労働者維持費用の負担について、
前向きな交渉ができている。
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５
�中国におけるコロナ禍での生産性向
上の取組み

　ウィズコロナという状況下、在宅勤務など新た
な仕事のやり方を各業界で取り入れ始めており、
建設業、特に工事現場でもコロナ感染防止と施工
の両立を図るための工夫が見られますが、コロナ
対応としての技術の転換・発展の中に生産性向上
へのヒントを見つけることができないでしょうか。
　ここで、コロナ禍での生産性向上の取組みとし
て、中国の事例を紹介します。中国では2015年頃
から、①現場労働者の生活改善、②環境汚染対策
を目的に国策として建設業の工業化（プレハブ
化）を推進しており、工事現場でのプレハブ工法
採用を促進するために数値目標（2015年：建築産
業の現代化発展綱領：10年かけてプレハブ住宅が
新築住宅の延べ床面積の30％に達する）を掲げて
いるという背景もあり、2020年１月末にはプレハ
ブ工法を新型コロナウイルス感染者の治療を目的
とした仮設病院建設に活用しています。BBC 
NEWS JAPANの記事によれば、武漢市では10日
で総面積33,900㎡、ベッド数1,000床の病院を建
設しています。短期間での建設を可能にしたのに
はプレハブ工法の採用が大きく寄与しており、17
年前に建設したSARS患者専用病院の図面を修
正・改善し使用した上で、短時間での着工許可や
施工者選定、労働者・重機・資材の手配、24時間
の施工体制構築と、スピードを最優先し、驚異的
な短工期を可能にしていました。ここに生産性向
上のヒントがあるのかもしれません。
　更に興味深いのは、中国電信と中国中央テレビ

（CCTV）により、５Ｇネットワークを使って
「疫病24時間」と題する工事現場の実況中継を行
い、8,000万人のユーザーがインターネット経由
で建設の進行状況を見守ったということです。果
たして今の日本でこのようなことが可能だろうか
という記事が2020年３月27日の日本経済新聞電子
版に出ていましたが、仮に技術的には可能であっ
たとしても、各種許認可や意思決定、短期で大量

の人材や資機材の投入、24時間施工、工事現場の
実況中継など今の日本では容易に実現可能とは思
えませんが、コロナ禍という非常事態でのこのよ
うな取組みの中から、これまでにない生産性向上
のヒントが見つけられるのではないかと期待して
います。

６ おわりに

　今回の各国の発表で、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止に伴う行政の対応や施工者の対
応の各国における共通点、国情の違いによる相違
点の一端を知ることができましたが、調査がまだ
十分とは言えません。工期延長は認められたとし
ても、追加費用負担については協議中としている
国が多く、その推移を継続調査することで、新型
コロナウイルス感染症対策の影響を受けた建築工
事そのものの問題点、そのステークホルダーの果
たすべき役割・責任・リスクがどう変化するかな
どについての研究に繋がるものと考えています。
　今後、建築社会システム研究所として、パネル
ディスカッションでも取り上げた「Ⅰ　事例にみ
る各国の建設工事の実態」「Ⅱ　技能労働者の育
成と流動性」「Ⅲ　生産性向上ならびに効率化の
現状と将来」「Ⅳ　コロナ禍での建設活動」につ
いて、調査研究を継続していきたいと考えてお
り、今年も東南アジア８ヵ国を中心にした国際会
議を開催する予定です。
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